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４．官民連携による分野別戦略の推進 
これまでに、基盤技術分野として、ＡＩ技術、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル、フュージョン

エネルギー、また、応用分野として環境エネルギー、安全・安心、健康・医療、宇宙、海洋、食料・農林水産
業についての分野別戦略を策定してきた。これらの戦略に基づき、第６期基本計画期間中、以下の点に留意す
るとともに、ＳＩＰやムーンショット型研究開発制度など関係事業と連携しつつ、社会実装や研究開発を着実
に実施する。また、分野別戦略は、定量分析や専門家の知見（エキスパートジャッジ）等を踏まえ、機動的に
策定、見直し等を行う。

なお、環境エネルギー分野については第２章１．（２）に、安全・安心分野については第２章１．（３）に既
述されているので、当該部分を参照のこと。 

（戦略的に取り組むべき基盤技術） 
（１） ＡＩ技術

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
人工知能（ＡＩ）の利活用が広く社会

の中で進展してきており、米国、中国を
はじめとした諸外国ではＡＩに関する
国家戦略を策定し、世界をリードすべく
しのぎを削っている。こうした中、ＡＩ
が社会に多大なる便益をもたらす一方
で、その影響力が大きいことを踏まえ、
適切な開発と社会実装を推進していく
ことが必要である。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「ＡＩ戦略 2019」に掲げた教育改革、
研究体制の再構築、社会実装、データ関
連基盤整備、倫理等に関する具体目標を
実現すべく、関係府省庁等での各取組を
進めていく。また、深層学習の原理解明
による次世代の機械学習アルゴリズム、
同時通訳等の高度な自然言語処理、医療
やものづくり分野等への適用に重要な
信頼性の高いＡＩ等の諸外国に伍する
先端的な研究開発や人材・研究環境・デ
ータの確保・強化など、戦略の進捗状況
やＡＩの社会実装の進展等を踏まえた
不断の見直しを行い、国民一人ひとりが
ＡＩの具体的な便益を実感できるよう、
戦略を推進していく。 

・「ＡＩ戦略 2022」に基づき、各施策を
推進中。主な成果は下記。 

（差し迫った危機への対処） 
- 数理モデルとデータ駆動の融合によ

る高効率なシミュレーションや高精
度な解析技術の開発、ＡＩ技術を活用
した積乱雲群の早期検知技術の研究、
地震観測データ分析とシミュレーシ
ョンの融合による地震動の予測研究
を実施。

- ＡＩ等を活用して生物多様性の重要
性や保全活動の効果を「見える化」す
る手法の検討を新たに開始。

- ＡＩの判断過程の透明化等や実社会
で人と協調するＡＩに関する研究開
発、「機械学習品質マネジメントガイ
ドライン」の改訂などを実施

- 一部の装備品等の研究開発において、
業務の効率化・加速化を目指して、デ
ジタルツイン、デジタルスレッド等の
導入に係る取組を推進中

- セキュリティインシデント等に関し
て、大規模 Web 情報分析システム
（WISDOM X）を活用して効率的に
情報を収集する手法（自動質問生成
等）を開発

（社会実装の推進） 
- 経営者に求められる企業価値向上に

向け実践すべき事柄を取りまとめた
「デジタルガバナンス・コード」にお
いて、チーフ・デジタル・オフィサー
やチーフ・データ・オフィサー等、デ
ジタル技術を活用する戦略の推進に
必要な体制構築を推進。

- 医療や金融分野において、実証検証を
通じて秘匿化分散処理技術の性能評
価を実施

- 日本語関連データセット（350ＧＢの
Web テキスト）を用いて事前学習し
た自然言語処理用の言語モデルＢＥ

・大規模言語モデル等による急速なＡ
Ｉの進歩・普及および「ＡＩ戦略
2022」を踏まえ、各施策を推進。主な
取組は下記。

（差し迫った危機への対処） 
- 気象や地震動など、社会課題解決や科

学研究の加速に資する、革新的なＡＩ
基盤技術の研究開発の実施【文】

- 地球環境データ統合・解析プラットフ
ォーム事業において、気候変動、防災
等の地球規模課題の解決に貢献する
ため、ＤＩＡＳを整備・運用するとと
もに、プラットフォームを利活用した
研究開発を推進【文】

- 気象、地震動、洪水・土砂災害の予測
システム等の構築など、オールハザー
ドを対象とした研究開発の推進【文】 

- セキュリティインシデント等に関し
て、大規模 Web 情報分析システム
（WISDOM X）を活用して効率的に
情報を収集する手法（自動質問生成
等）の改良、収集した情報を簡潔に提
示する技術の開発【総】

（社会実装の推進） 
- 大規模言語モデル等のＡＩ活用・研究

等に資する日本語データベースの整
備に向けた検討【科技、総】

- ＤＸ銘柄・ＤＸ認定等の普及を通じ、
「デジタルガバナンス・コード」の遵
守を促進【経】

- 人と共に進化する説明可能なＡＩシ
ステムの実用化、画像及びロボティク
ス等の基盤モデル構築に向けた更な
る研究開発の実施【経】

- 高品質な日本語関連データセットの
整備の継続、言語モデルを活用したア
プリケーションの開発【総】

- 実空間に存在する多様なデータを安
全に連携させることを可能とする分
散型機械学習技術の研究開発を実施



148 
 

ＲＴが日本語言語理解ベンチマーク
（ＪＧＬＵＥ）での評価において、５
つ中３つのデータセットにおいて人
間による評価値を上回ったことを確
認 

- 実空間に存在する多様なデータを安
全に連携させ分野横断的な課題解決
を可能とする分散型機械学習技術を
確立するための研究開発を開始 

- 脳情報を活用した、究極のコミュニケ
ーションの実現に向けたＡＩ等の研
究開発を推進 

- ＡＩ分野を含む高度研究人材育成事
業の制度立ち上げに向け、制度設計を
実施 

-ＰＲＩＳＭ事業も活用しつつ、患者の
ゲノムデータや診療情報等からＡＩ
が創薬ターゲット探索を行う「創薬タ
ーゲット探索プラットフォーム」を構
築 

- 自衛隊が使用する装備品等の能力強
化を図るため、探知・識別をはじめと
する各種分野へのＡＩ技術の適用に
関する研究を推進 

（教育改革） 
-「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プ

ログラム認定制度」へ賛同・協力する
企業数が 66 社から 158 社に拡大
（2021 年度末→2022 年末） 

-「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プ
ログラム認定制度」のリテラシーレベ
ルの認定件数が 78→217 件へと拡大
（2021 年度末→2022 年度末）、新た
に応用基礎レベルの認定を開始し、68
件のプログラムを認定。 

（研究開発) 
-「量子コンピュータ・スーパーコンピュ

ータの組合せによる研究ＤＸ基盤の
高度化（ＴＲＩＰ）」を 2022 年度に開
始し、良質なデータを蓄積・統合する
とともに、量子・スパコンのハイブリ
ッドコンピューティングの導入、ＡＩ
×数理科学の融合を推進。 

（その他） 
-ＳＢＩＲ制度の支援対象に新たに先端

技術分野の実証フェーズを追加し、ス
タートアップ等による先端技術分野
の社会実装を推進 

【総】 
- 脳情報を活用し知覚情報を推定する

ＡＩ技術の研究開発に加え、ニューロ
フィードバックに代表される、脳情報
を活用したコミュニケーションの高
度化に係る研究開発を推進【総】 

- ＡＩを活用した救急隊運用最適化に
よる現場到着時間の短縮を図るシス
テム構築を推進。【総】 

-ＡＩを活用した医療機器の開発・研究
における患者データ利用の環境整備
【厚】 

-「全ゲノム解析等実行計画 2022」にお
いて整備された情報基盤等を利活用
した創薬ターゲットを探索するＡＩ
創薬の試行【厚】 

- 警察活動の高度化・効率化のためのＡ
Ｉの試験的導入及び実導入に向けた
検討【警】 

- ＡＩ技術を適用した各種装備品等の
早期実用化及び能力向上【防】 

- ものづくり現場の暗黙知の伝承・効率
的活用を支え、生産性を向上させるＡ
Ｉ技術の開発【経】 

- 関係省庁連携による秘匿化された情
報を取り扱う技術に関する取組の実
施【NISC、科技、総、経】 

（教育改革） 
-「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プ

ログラム認定制度」による認定教育プ
ログラムの普及促進【科技、文、経】 

-（第２章１．（１）⑤参照） 
（研究開発） 
- 基盤モデルの基礎的な開発能力の構

築・強化に向け、AIJapan（人工知能研
究開発ネットワーク）の枠組みも活用
した、官民連携による研究開発等の方
針を検討【科技、総、文、経】 

- 基盤モデルの基礎的な開発能力の構
築・強化に向け、日本語の大規模言語
モデルの構築に係る研究開発に向け
た検討【科技、総、文、経】 

- 現在の深層学習では不可能な難題解
決 に 向 け 、 創 発 性 の 原 理 解 明 、
transformerの高度化、ライフ・マテリ
アル、ロボット等への展開可能性の検
討を実施。【文、経】 

- 世界トップレベルのＡＩ研究拠点化
に向けた計算機設備等の増強【総、文、
経】 

- 研究ＤＸの高度化に向けて、ＴＲＩＰ
の取組を加速し、特定分野において複
数の用途に利用可能な科学基盤モデ
ルの構築、科学基盤モデルの高度化に
向けた先進機械学習アルゴリズムに
係る取組、ＡＩ技術の発展を見据えた
革新的な計算資源の開拓に係るハー
ド・ソフト一体となった取組及び人材
育成を実施。【文】  

-（第２章１．（１）④参照） 
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（２）バイオテクノロジー 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

バイオエコノミーの推進は、新型コロ
ナウイルス感染症収束に向けた対応、食
料、医薬品等の戦略的なサプライチェー
ンの構築、環境負荷の低減等に貢献する
とともに、我が国経済の迅速な回復にも
資するものであり、その重要性は一層高
まっている。 

こうした認識の下、第６期基本計画期
間中は、「バイオ戦略 2019」を具体化・
更新した「バイオ戦略 2020（基盤的施
策）170」及び「バイオ戦略 2020（市場領
域施策確定版）171」に基づき、高機能バ
イオ素材、持続的一次生産システム、バ
イオ医薬品・再生医療等関連産業等の９
つの市場領域について、2030 年時点の
市場規模目標を設定した市場領域ロー
ドマップに盛り込まれた取組を着実に
実施していく。具体的には、各分野に応
じて、バイオデータ連携・利活用ガイド
ラインの策定及びガイドラインに基づ
く取組の推進、グローバルバイオコミュ
ニティ・地域バイオコミュニティの形成
と投資促進、グローバルバイオコミュニ
ティにおけるバイオ製造実証・人材育成
拠点機能の整備等を進めていく。      

・2021 年に造成された２兆円規模のグ
リーンイノベーション基金において、
「バイオものづくり技術によるＣＯ₂
を直接原料としたカーボンリサイク
ルの推進」プロジェクトを開始。同プ
ロジェクトにおいて、微生物等設計プ
ラットフォーム技術の高度化、微生物
等の開発・改良、微生物等による製造
技術の開発・実証等を実施中。 

・多様なバイオ製品の生産を支援し、経
済成長と資源自律化などの社会課題
解決との両立を目指すため、バイオも
のづくり革命推進事業を開始。 

・カーボンニュートラル実現等のため、
バイオものづくり等における革新的
イノベーションをもたらし得る革新
的ＧＸ技術を創出するため、革新的Ｇ
Ｘ技術創出事業（ＧｔｅＸ）及び
ALCA-Next（先端的カーボンニュー
トラル技術開発）を開始。 

・2021 年 12 月に策定された「航空の脱
炭素化に係る工程表」に基づき、2022
年 4 月に国土交通省と資源エネルギ
ー庁が共同で、航空会社や石油元売
り、さらに原料確保の重要性を踏ま
え、関係省庁として農林水産省と環境
省が参画する「持続可能な航空燃料
（ＳＡＦ）の導入促進に向けた官民協
議会」を立ち上げ、2030 年時点での
本邦航空会社による燃料使用量の
10%をＳＡＦに置き換えるという目
標の達成に向けた議論を開始。  

・ＳＩＰ第２期「スマートバイオ産業・
農業基盤技術」において、スマートフ
ードチェーンプラットフォーム、食に
関わる「開発」、「生産」、「加工・流通」、
「販売・消費」、「資源循環」の各ステ
ージを最適化することを目指した研
究開発を完了（2022 年度末）。 

・「みどりの食料システム戦略」の目標
達成に資する品種育成とその迅速化
を図るスマート育種基盤の構築に向
けて、手順や到達目標、方向性を示し
た「みどりの品種育成方針」を 2022
年 12 月に策定。 

・健康・医療データの利活用の促進に向
けて、2022 年 6 月、11 月、2023 年 3
月に健康・医療データ利活用基盤協議
会を開催し、プラットフォームの整備
状況、データ連携の進め方等について
議論。 

・2022 年９月に策定された「全ゲノム
解析等実行計画 2022」を踏まえ、が

・バイオものづくりについては、産業構
造等を整理したうえで、研究開発・事
業化を支援するとともに、あわせて、
初期需要の創出・市場拡大や製品コス
ト低減、消費者の行動変容に向けた制
度的措置を一体的に検討・実施。また、
バイオものづくりに係る国際連携の
推進や、サプライチェーン全体を考慮
した環境影響等の評価システムの構
築も含め、グローバル展開を検討する
製品やプロセスなどの標準化等に企
業とも連携して取り組む。【科技、文、
経】 

・2023 年度から開始されたＧｔｅＸ及
び ALCA-Next を強力に推進し、バイ
オものづくりを含む、大学等における
カーボンニュートラル社会の実現に
貢献する革新的技術に係る基礎研究
や人材育成を強化する。【文、経】 

・ＳＡＦについては、2030 年時点での
本邦航空会社による燃料使用量 10%
を SAF に置き換えるという目標の達
成に向け、官民協議会の議論も踏まえ
つつ、国際競争力のある国産ＳＡＦの
製造・供給、将来的なサプライチェー
ン構築に向けた取組を推進する。【経、
国】 

・2023 年度から開始されるＳＩＰ第３
期「豊かな食が提供される持続可能な
フードチェーンの構築」の取組を通
じ、食料の調達、生産、加工・流通、
消費の各段階を通じて、豊かさを確保
しつつ、生産性向上と環境負荷低減を
両立したフードチェーンの構築に取
り組む。【科技、農】 

・「みどりの食料システム戦略」の実現
に向け、「みどりの品種育成方針」に
基づき、ゲノム情報等を利用して高収
量・高品質等の画期的な特性を持つ新
品種を迅速に育成できるスマート育
種基盤の拡充・強化を推進する。【農】 

・欧米の大学等の基本特許に抵触しな
い日本独自のゲノム編集ツールの開
発と農作物品種育成に向けた技術基
盤の整備、植物やカイコ等の生物機能
を活用した医薬品原料等の高機能バ
イオ素材の創出、ゲノム編集技術と新
たな豚由来細胞株を活用したアフリ
カ豚熱ワクチン等の革新的動物ワク
チンの開発、改質リグニンの利用拡大
に向けた製造技術の高度化・用途開発
等を推進する。【農、関係府省】 

・国立研究開発法人日本医療研究開発

                                                      
170 2020 年６月 26 日統合イノベーション戦略推進会議決定 
171 2021 年 1 月 19 日統合イノベーション戦略推進会議決定 
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ん・難病に関する全ゲノム解析等を実
施中。また、産官学が幅広く利活用可
能な体制整備を推進。 

・2021 年 6 月に策定された「ワクチン
開発・生産体制強化戦略」に基づき、
関係省庁が一体となって今後のパン
デミックに備えたワクチンを研究・開
発するための組織として、2022 年 3
月、日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）
に先進的研究開発戦略センター（ＳＣ
ＡＲＤＡ）設置。 

・子どもの健康と環境に関する全国調
査（エコチル調査）については、化学
物質が子どもの健康に与える影響等
の解明のために必要な遺伝子解析に
2022 年度に着手。また 13 歳以降の調
査実施に向けた基本計画等を取りま
とめた。 

・2022 年 4 月、バイオ分野で世界をリ
ードするグローバルバイオコミュニ
ティとして、東京圏と関西圏を認定。
地域の特性を活かした特色ある取組
を展開してエコシステムを構築する
地域バイオコミュニティとして、2021
年 6 月に４地域、2022 年 12 月に地域
バイオコミュニティとして新たに２
地域（広島・沖縄）を認定。 

・バイオコミュニティ間の連携と活動
を後押しするため、関係者が一堂に会
する「官民連携プラットフォーム」会
合を開催するとともに、「バイオコミ
ュニティ成長支援施策パッケージ」を
策定。 

・散在するバイオデータの有効な利活
用を促すため、「バイオデータ連携・
利活用に関するガイドライン中間ま
とめ」の増補改訂版となる「バイオデ
ータ連携・利活用に関するガイドブッ
ク」を公表。 

機構（ＡＭＥＤ）が支援した研究開発
のデータの利活用の更なる推進に向
け、健康・医療データ利活用基盤協議
会において、国際的なルールとの整合
性も確認しつつ、健康・医療に関する
先端的研究開発及び国際的新産業創
出に資するオールジャパンでのデー
タ利活用基盤の整備に向けた検討を
行い、結論が得られた部分については
順次適用を進める。【健康医療、文、
厚、経】 

・「全ゲノム解析等実行計画 2022」
（2022 年 9 月策定）を着実に推進し、
国民に質の高い医療を届けるため、が
んや難病患者を対象とした全ゲノム
解析に加え、マルチオミックス解析
や、精細な臨床情報等を搭載した質の
高い情報基盤を構築し、民間企業やア
カデミア等へその利活用を促すこと
により、診断・創薬や新規治療法等の
開発を目指す。同時に、解析結果等の
速やかな日常診療への導入や新たな
個別化医療の実現についても更に推
進する。さらに、こうした取組の運用
を担う事業実施組織の設置に向けた
検討を進める。また、これまでに整備
された情報基盤とゲノムデータ等を
活用したＡＩ創薬の試行的な実施に
取り組む。【厚】 

・ＳＣＡＲＤＡを通じた重点感染症に
対するワクチンの開発および新規モ
ダリティの育成、ワクチンへの応用研
究を継続的に支援。また、世界トップ
レベルの研究開発拠点の形成に向け
た取組を進めるほか、先端的アプロー
チによる平時からのワクチン・感染症
等の研究を推進する。【健康医療、文、
厚、経】 

・我が国の３大バイオバンクである東
北メディカル・メガバンク（ＴＭＭ）
計画、バイオバンク・ジャパン（ＢＢ
Ｊ）、ナショナルセンター・バイオバ
ンクネットワーク（ＮＣＢＮ）が有す
る資源や成果を活用した先進的な創
薬医療研究等を推進する。【健康医療、
文、厚】 

・エコチル調査については、2022 年度
から着手した遺伝子解析を 2023 年度
も着実に進める。【環】 

・バイオエコノミーの拡大に向け、バイ
オコミュニティの成長を促すため、官
民連携プラットフォームの開催を継
続するとともに、海外からの投資の呼
び込みに向けたバイオコミュニティ
の発信力強化、認知度向上等に取り組
む。【科技】 
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（３）量子技術 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

量子技術は、我が国及び世界の社会、
経済、産業、安全保障に大きな変革をも
たらす可能性を秘めた革新的な技術で
ある。近年、欧米や中国をはじめとする
諸外国では、各国が巨額の投資と大型の
研究開発に取り組むなど、将来の覇権を
かけた国家間・企業間競争が激化してお
り、我が国においても量子技術の研究開
発や社会実装に向けた戦略的な取組が
求められている。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「量子技術イノベーション戦略」に基づ
き、量子コンピュータ、量子計測・セン
シング、量子通信・暗号等をはじめとす
る主要技術に関する研究開発の抜本的
強化、量子技術イノベ―ション拠点の形
成、国際協力の促進、戦略的な知的財産
マネジメントと国際標準化、優秀な人材
の育成に加え、既存技術と組み合わせる
ことによる短中期での実用化も含めた、
量子技術の産業・社会での利活用の促進
等、基礎基盤的な研究開発から社会実装
に至る幅広い取組を、我が国の産学官の
総力を結集して強力に推進する。   

・2020 年１月に「量子技術イノベーシ
ョン戦略」を策定した。同戦略に基づ
き、2021 年２月に基礎研究から社会
実装まで産学官連携により一気通貫
で実施する「量子技術イノベーション
拠点」が発足した。2021 年９月には、
国内主要企業が主体となり、「量子技
術による新産業創出協議会」が設立さ
れた。さらに、戦略策定以降の量子技
術を取り巻く環境変化に対応し、2022
年４月策定した量子未来社会ビジョ
ンを踏まえ、下記に取り組んだ。 

＜量子コンピュータ＞ 
・2023 年３月に理化学研究所が国産初

の超伝導式ゲート型量子コンピュー
タを稼働。 

・量子技術の産業利用を加速化するた
め、古典コンピュータに国内外の量子
コンピューティングを繋ぎ、量子アプ
リケーションを開発する環境や、量子
コンピュータとそのデバイス・部素材
等の研究開発・性能評価設備を備えた
グローバル産業化拠点を産業技術総
合研究所に創設することとし、整備開
始。 

・2022 年度「高効率・高速処理を可能と
する ＡＩチップ・次世代コンピュー
ティングの技術開発事業」において、
共通ソフトウェア基盤プラットフォ
ームのプロトタイプ化及び超伝導量
子アニーリングマシン基本ユニット
動作実証に成功。 

＜量子セキュリティ・ネットワーク＞ 
・グローバル量子暗号通信網の構築及

び要素技術の研究開発を推進し、テス
トベッドの拡充を実施。 

・地上系及び衛星系ネットワークを統
合したグローバル規模の量子暗号通
信網構築に向けた研究開発を引き続
き実施。 

・高秘匿な衛星通信に資する衛星量子
暗号通信基盤技術の研究開発を実施。 

・2023 年度開始予定の「量子インター
ネット実現のための要素技術の研究
開発」の基本計画を策定。 

＜量子計測・センシング/量子マテリア
ル＞ 

・ＥＶバッテリー搭載用センサの開発
等、社会実装を見据えた量子計測・セ
ンシング研究開発を推進。 

＜イノベーション基盤＞ 
・量子技術イノベーション拠点につい

て、新たに沖縄科学技術大学院大学
(ＯＩＳＴ)と東北大学を追加。理化学
研究所、産業技術総合研究所、量子科
学技術研究開発機構の拠点機能を強
化整備し、産業化支援の体制を構築。 

量子未来産業創出戦略（2023 年 4 月策
定）を踏まえ下記に取り組む。 

＜量子コンピュータ＞ 
・有用な事例の検証のため、スタートア

ップ企業等も含む幅広い産業界や研
究機関が活用できる充分な量子コン
ピューティング資源を国の研究機関
に設置・整備し、量子コンピュータ等
を活用する産業分野（例、素材開発、
製造、物流・交通等）における産業利
用を想定したユースケースの実証事
業の拡充による社会実装の加速や喫
緊の社会課題（例、環境、食糧、水、
エネルギー、防衛等）における適用事
例等の積極的な創出を強化。海外展開
を見据え、海外（欧米・アジア等）で
の実証を推進。【科技、文、経、防】 

・古典コンピュータと国産のみならず
同志国が保有する最高レベルの量子
コンピューティングシステムを繋ぎ、
量子・古典ハイブリッドコンピューテ
ィングを実証する実験環境を整備し
つつ、実用化・産業化のための大規模
化に対応するための技術開発を強化。
【科技、文、経】 

・量子・古典ハイブリッドコンピューテ
ィングを実現する基盤ソフトウェア、
及び実験環境の整備。【科技、文、経】 

・2023 年３月に国産初号機が運用開始
したことを踏まえ、ハードウェアの深
い層まで制御可能な国産機の特性を
生かしたハードからソフトまでの関
連技術・産業の育成・高度化を推進す
るとともに、運用結果等をハード・ソ
フト開発にフィードバックする仕組
みを構築。【科技、文、経】 

・2023 年度から、社会実装に向けて共
通ソフトウェア基盤プラットフォー
ムのクラウド基盤構築及び超伝導量
子アニーリングマシンの集積化技術
開発を実施。【経】 

＜量子セキュリティ・ネットワーク＞ 
・衛星等の宇宙アセットも活用した都

市間を結ぶ量子暗号通信ネットワー
クの整備等セキュアネットワークの
実験環境を構築。【総】 

・グローバル規模での量子暗号通信網
の実現に向けた技術開発や将来を見
据えた量子インターネット等の次世
代量子通信の要素技術開発を強化・加
速。【総】 

・量子暗号通信機器の国内認証基盤の
構築を検討。【総】 

＜量子計測・センシング/量子マテリア
ル＞ 

・量子計測・センシングについて、セン
シングユーザなど幅広い企業が利用
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・量子技術イノベーション拠点と連携
して、量子技術を触媒材料探索に適用
させるために、各種データベースやソ
フトウェアの基盤整備を行い、試験運
用実施。 

・産業界が設立した Q-STAR が一般社
団法人化され(2022 年 5 月)、参画企
業等が 62 社と拡大し(2022 年 12 月)、
更に同志国の民間３団体と基本合意
書を締結する(2023 年 1 月に)など、
民間の開発体制が強化。 

・米国ＯＳＴＰの呼びかけに応じ 2022
年 5 月に日本を含め 12 か国の会合に
参加し各国の量子技術戦略を共有、同
志国間の人材交流の枠組みを構築。持
ち回りで 2022 年 11 月、2023 年 3 月
に追加会合を開催。 

・オンライン講座や実践的プログラム
の実施等、多様な人材育成事業を推
進。 

・量子コンピュータに係る標準化を推
進する国内体制の構築と活動支援を
行うために、ＩＥＥＥにおけるフォー
ラム標準等の標準化動向調査（委託）
を実施。 

・量子暗号通信等の知財・標準化の推進
について、ＳＩＰ第 2 期「光・量子を
活用した Society5.0 実現化技術」に
て、量子暗号通信の国際標準化と、量
子暗号装置に求められる要件の標準
化を推進。 

試験・評価できる環境を構築。【科技、
文、経】 

＜イノベーション基盤＞ 
・量子技術の産業化に関するグローバ

ルな開発拠点の創設、最先端のフラグ
シップとなる量子・古典ハイブリッド
計算環境等を提供する量子コンピュ
ーテーション開拓拠点の整備、光科学
技術も駆使した量子技術基盤の研究
開発・産業支援を行う拠点の整備。【科
技、文、経】 

・引き続き、量子技術イノベーション拠
点と連携して、量子技術の適用による
触媒探索の加速化に向けた検討を進
める。【文、環】 

・産業競争力を強化するため、拠点機能
拡張・追加、Q-STAR 等業界団体との
連携強化等を実施。【科技、総、文、
経】 

・金融機関や起業家等とのマッチング
支援を通じたスタートアップ企業創
出、コンテスト等のビジネスアイデア
を創出する仕組み構築、既存企業との
連携やベンチャー企業同士の連携な
どエコシステム形成、事業活動の国内
外への情報発信や海外展開支援など、
ベンチャー企業等を支援する総合的
なイノベーション基盤を形成。【科技、
総、文、経】 

・ユーザ分野・関連産業人材や経営・知
財・法律等のビジネス人材の育成・確
保を推進するとともに、各層の必要な
スキルの明確化・教育プログラム提
供・検定制度の検討・科学館展示等も
活用した若年層向け教育など、総合的
な人材育成の取組を充実・強化。【科
技、総、文、経】 

・量子コンピュータ、量子デバイスや部
素材等の研究開発、システム化に向け
たサプライチェーンの強靱化、標準化
等を実施。【知財、科技、総、文、経】 

・将来の計算機・通信システムを見据え
て、量子コンピュータ、量子暗号通信
の知財・標準化を推進するとともに、
官民が一体となった体制の整備や民
間の標準化活動の支援も含めた国際
的なルールづくりを主導していく体
制や仕組みを構築。【知財、科技、総、
経】 

 
（４）マテリアル 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
マテリアルは、我が国の科学技術・イ

ノベーションを支える基盤技術である
とともに、リチウムイオン電池や青色発
光ダイオードなど、これまで数多くのイ
ノベーションを生み出し、世界の経済・
社会を支えてきた。一方、近年、マテリ

・2021 年度から開始した全国の大学等
の先端設備共用ネットワークから創
出されたマテリアルデータの利活用
に必須となるデータ構造化のために
必要な翻訳プログラムやテンプレー
ト作成作業を、2022 年度から本格的

・マテリアル分野のデータ駆動型研究
の推進に向け、良質なデータを取得可
能な共用施設・設備の更なる整備を進
めるとともに、2023 年度から全国で
のマテリアルデータ共用及びＡＩ解
析基盤の活用の試行的実施を開始し、
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アルを巡る国際競争が熾烈になり、従
来、我が国がこの分野で有していた強み
が失われつつある中、残された「強み」
を生かしつつ、戦略的な取組を強化する
必要がある。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「マテリアル革新力強化戦略」に基づ
き、国内に多様な研究者や企業が数多く
存在し、世界最高レベルの研究開発基盤
を有している強みを生かし、産学官関係
者の共通ビジョンの下、産学官共創によ
る迅速な社会実装、データ駆動型研究開
発基盤の整備と物事の本質の追求によ
る新たな価値の創出、人材育成等の持続
発展性の確保等、戦略に掲げられた取組
を強力に推進する。 

に実施し、データ構造化システムへの
実装等を実施。 

・2022 年度第２次補正予算において、
高品質かつ大量のデータを創出可能
な先端共用設備の整備及びＮＩＭＳ
のデータ中核拠点におけるＡＩ解析
機能の効果を最大化するためデータ
ベースの拡充及びＡＩ解析機能のユ
ーザー支援機能の導入に必要な経費
を計上。 

・全国でデータ駆動型の研究成果創出
を先導する取組を推進するため、2023
年度予算において、ＮＩＭＳのデータ
を基軸とした産学連携等の先導的取
組を拡大するために必要な経費を計
上。 

・2022 年度は次期ＳＩＰ課題候補の１
つとして選定された「マテリアルプロ
セスイノベーション基盤技術の整備」
においてＦＳを実施。 

・2022 年度からカーボンニュートラル
や Society 5.0 の実現等に貢献する革
新的機能を有するマテリアルを効率
的に創出するデータ駆動型研究開発
について本格実施を開始。 

・「航空機エンジン向け材料開発・評価
システム基盤整備事業（2022 年度 7.9
億円内数）」、「アルミニウム素材高度
資源循環システム構築事業（2022 年
度 3.1 億円）」において、研究開発事
業を継続して実施。 

・グリーンイノベーション基金におい
て蓄電池・モーターについて高性能
化、省資源化等の技術開発を実施。 

・「マテリアル・プロセスイノベーショ
ンプラットフォーム」の本格運用を開
始。 

・中小・ベンチャーを含む産業界のデー
タ駆動型研究開発を推進し、延べ 84
件の共同研究・技術コンサルティング
を実施。 

・ファインセラミックスおよびフロー
合成のプロセスインフォマティクス
についてそれぞれＮＥＤＯ先導研究
を実施。 

・2022 年度から「先端計算科学等を活
用した新規機能性材料合成・製造プロ
セス開発事業」（22 億円）を開始。マ
テリアル分野の競争力の源泉である
製造プロセスのデータベース構築に
2022 年度から取り組み、機能性化学
品や６Ｇ向け電子機器や高性能半導
体に必要となる超高性能セラミック
ス等の性能向上に資する基盤技術開
発を推進。 

・第８回マテリアル戦略有識者会議
（2022 年６月）において、重点テー
マが着実に進められていることを報
告したほか、継続的に重点テーマのフ
ォローアップや取組状況の情報発信

2025 年度の本格実施に向けて準備を
推進。（再掲）【文】 

・高品質なデータをより多く蓄積し、社
会課題解決につなげるため、様々な国
プロとの連携を強化。（再掲）【文】 

・ＮＩＭＳのデータを基軸とした産学
連携等の先導的な取組を継続。（再掲）
【文】 

・我が国の大学や国研が所有する多種・
多様なマテリアルデータや評価分析
基盤をネットワーク化することによ
り、革新的事業構築に必要なアプリケ
ーション作成の基盤として活用でき
るプラットフォームを構築。このプラ
ットフォームの活用を通じてベンチ
ャーや革新的事業を次々に創出し成
長させるエコシステム形成を推進。
（再掲）【科技・文・経】 

・革新的なマテリアルの創出のために
データ駆動型研究を進めるとともに、
そこで得られた先駆的なデータ駆動
型研究の手法の全国展開を図る。（再
掲）【科技・文・経】 

・合金開発の迅速化につながるデータ
駆動型の革新的合金探索手法やアル
ミスクラップを自動車の車体等にも
使用可能な素材へとアップグレード
する基盤技術開発等の研究開発事業
について、継続して支援。【経】 

・グリーンイノベーション基金（次世代
蓄電池・次世代モーターの開発）にお
いて、最大 2030 年度まで技術開発・
実証を支援。【経】 

・「マテリアル・プロセスイノベーショ
ンプラットフォーム」の今後の取組と
して、中小・ベンチャーを含む産業界
の更なるデータ駆動型研究開発の推
進を後押しすべく、製造プロセスのシ
ミュレータ開発を推進。（再掲）【経】 

・マテリアル分野の競争力の源泉であ
る製造プロセスについて、高信頼性フ
ァインセラミックスや機能性化学品
等のデータ取得基盤技術の開発・整備
に取り組むとともに、プロセスデータ
ベースの構築・活用を推進。（再掲）
【経】 

・引き続き、重点テーマについてフォロ
ーアップを実施するとともに、特に重
要なデータ駆動型研究開発の推進に
関しては、我が国研究開発力と産業競
争力強化の観点からデータやＡＩ解
析ツールの活用及びデータマネジメ
ントの知見を府省横断で展開を図る
ための検討体制を構築。【科技、文経】 

・2023 年度に試行的運用を開始するマ
テリアルデータプラットフォームに
収集される量子マテリアルデータの
蓄積やその活用等を通じて量子技術
開発への貢献を強化。【文】 

・量子コンピュータ等を活用する産業
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を 2022 年度に実施。 
・量子技術の研究開発に貢献する量子

マテリアルの創成や研究機関への提
供、量子センシング技術の開発、これ
ら研究から創出されるデータの蓄積
を推進。 

分野（素材開発、製造等）における産
業利用を想定したユースケースの実
証事業の拡充による社会実装を加速。
【経】 

 
（５）フュージョンエネルギー 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇ＡＩ、バイオテクノロジー、量子技術、

マテリアルや、宇宙、海洋、環境エネ
ルギー、健康・医療、食料・農林水産
業等の府省横断的に推進すべき分野
について、国家戦略に基づき着実に研
究開発等を推進する。さらに、我が国
が実現すべき未来社会像を見据えつ
つ、エビデンスに基づき、既存戦略の
見直しや、新たな戦略の策定を行い、
明確なターゲット、産学官の役割分
担、国際連携の在り方などを具体的に
盛り込む。特に分野横断的で社会課題
解決に直結するテーマについては、次
期ＳＩＰの課題として推進する。（再
掲）【健康医療、科技、宇宙、海洋、関
係府省】 

・フュージョンエネルギーは次世代の
クリーンエネルギーとしても期待さ
れており、近年、主要国では政府主導
でこの取組を推進し、またベンチャー
に対する投資の拡大などが進んでい
る。これまで日本ではＩＴＥＲ計画等
に参加をしていたが、ここで培われた
技術を活かしつつ、産業化に向けた取
組を加速していくことが必要。 

・これらを踏まえ、フュージョンエネル
ギーの産業化、研究開発の加速、推進
体制の構築など新たな方策を検討す
るため、統合イノベーション戦略推進
会議の下に核融合戦略有識者会議を
設置。2023 年４月 14 日に統合イノベ
ーション戦略推進会議にて、フュージ
ョンエネルギー・イノベーション戦略
を決定。 

・フュージョンエネルギー・イノベーシ
ョン戦略に基づき、以下の取組を推
進。（フュージョンインダストリーの
育成戦略）。 

・フュージョンエネルギーの社会的位
置付けを明確にする。【科技、関係府
省】 

・産業の予見性を高めるため、発電実証
時期を早期に明確化する。【文】 

・技術成熟度も記載したフュージョン
エネルギーに関する技術マップ及び
産業マップを作成し、経済安全保障の
視点も踏まえて取り組む。【科技】 

・フュージョンインダストリーの育成
を目的とした場の設立。【科技、関係
府省】 

・スタートアップを含めた民間企業が
保有する技術シーズと産業ニーズの
ギャップを埋める支援を行う。【科技、
文】 

・安全規制に係る同志国間での議論に
参画する。【外、文】 

・安全確保の基本的な考え方を策定す
る。【科技、関係府省】 

（フュージョンテクノロジーの開発戦
略） 

・ゲームチェンジャーとなりうる小型
化・高度化等をはじめとする独創的な
新興技術の支援策を強化する。【科技、
文】 

・ＩＴＥＲ計画/ＢＡ活動を通じてコア
技術を獲得する。【文】 

・将来の原型炉開発を見据えた研究開
発を加速する。【文】 

・フュージョンエネルギーに関する学
術研究を引き続き推進する。【文】 

・スタートアップを含めた民間企業等
による新技術を取り込むことを念頭
において原型炉開発のアクションプ
ランを推進する。【文】 

（フュージョンエネルギー・イノベーシ
ョン戦略の推進体制等） 

・内閣府が政府の司令塔となり、関係省
庁と一丸となって推進する。【科技、
関係府省】 

・原型炉開発に向けてＱＳＴを中心に、
アカデミアや民間企業を結集して技
術開発を実施する体制、民間企業を育
成する体制を構築する。【文】 



155 
 

・ＱＳＴにＩＴＥＲ計画/ＢＡ活動等で
培った技術の伝承・開発や産業化、人
材育成を見据えたフュージョンテク
ノロジー・イノベーション拠点を設立
する。【文】 

・将来のキャリアパスを明確化し、フュ
ージョンエネルギーに携わる人材を
産学官で計画的に育成する。【文】 

・国内大学等における人材育成を強化
するとともに、他分野や他国から優秀
な人材を獲得する取組を行う。【文】 

・国民の理解を得るためのアウトリー
チ活動を実施する。【文】 

 
（戦略的に取り組むべき応用分野） 
（６）健康・医療 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
第４次産業革命 172のただ中、世界的

に医療分野や生命科学分野で研究開発
が進み、こうした分野でのイノベーショ
ンが加速することで、疾患メカニズムの
解明や新たな診断・治療方法の開発、Ａ
Ｉやビッグデータ等の利活用による創
薬等の研究開発、個人の状態に合わせた
個別化医療・精密医療等が進展していく
ことが見込まれている。 

このような状況変化等を背景に、第６
期基本計画期間中は、2020 年度から
2024 年度を対象期間とする第２期の
「健康・医療戦略」及び「医療分野研究
開発推進計画」等に基づき、医療分野の
研究開発の推進として、ＡＭＥＤによる
支援を中核として、他の資金配分機関、
インハウス研究機関、民間企業とも連携
しつつ、医療分野の基礎から実用化まで
一貫した研究開発を一体的に推進する。
特に喫緊の課題として、国産の新型コロ
ナウイルス感染症のワクチン・治療薬等
を早期に実用化できるよう、研究開発へ
の支援を集中的に行う。また、医療分野
の研究開発の環境整備として、橋渡し研
究支援拠点や臨床研究中核病院におけ
る体制や仕組みの整備、生物統計家など
の専門人材及びレギュラトリーサイエ
ンスの専門家の育成・確保、研究開発に
おけるレギュラトリーサイエンスの普
及・充実等を推進する。さらに、新産業
創出及び国際展開として、公的保険外の
ヘルスケア産業の促進等のための健康
経営の推進、地域・職域連携の推進、個
人の健康づくりへの取組促進などを行
うとともに、ユニバーサル・ヘルス・カ
バレッジ（ＵＨＣ）の達成への貢献を視

・第２期医療分野研究開発推進計画に
基づき、モダリティ（技術・手法）等
を軸とした６つの統合プロジェクト
（医薬品、医療機器・ヘルスケア、再
生・細胞医療・遺伝子治療、ゲノム・
データ基盤、疾患基礎研究、シーズ開
発・研究基盤）を推進。 

・６プロジェクトのほか、基金や政府出
資を活用して中長期の研究開発を推
進。 

・2040 年までに、主要な疾患を予防・克
服し、100 歳まで健康不安なく人生を
楽しむためのサステナブルな医療・介
護システムを実現するための挑戦的
な研究開発を推進。 

・日米共同声明を踏まえた「がんムーン
ショット」を含む新規ＰＭを 2022 年
9 月に 4 人採択し、研究開発を開始。 

・「ワクチン開発・生産体制強化戦略」
（2021 年６月１日閣議決定）に基づ
き、関係省庁が一体となって今後のパ
ンデミックに備えたワクチンを研究・
開発するため、日本医療研究開発機構
（ＡＭＥＤ）に先進的研究開発戦略セ
ンター（ＳＣＡＲＤＡ）を 2022 年 3
月に設置。国内外の情報を収集・分析
するとともに、新たな創薬手法による
産学官の出口を見据えた研究開発支
援や、重点感染症に対するワクチン開
発に取り組むほか、世界トップレベル
の研究開発拠点の形成や次の感染症
有事を見据えたデュアルユースのワ
クチン製造拠点の整備を推進した。 

・ＡＭＥＤにおいて、新型コロナウイル
ス感染症を含む重点感染症の候補リ
スト等を対象とした迅速に応用可能

・第２期医療分野研究開発推進計画に
基づき、他の資金配分機関、インハウ
ス研究機関、民間企業とも連携しつ
つ、ＡＭＥＤによる支援を中核とし
て、医療分野の基礎から実用化まで一
貫した研究開発を一体的に推進する。
【健康医療、AMED 室、総、文、厚、
経】 

・基金や政府出資を活用して研究開発
を推進する。【健康医療、AMED 室、
総、文、厚、経】 

・研究開発開始後３年目の外部評価を
実施し、必要に応じてプロジェクトの
方向性を見直す予定。【科技、健康医
療、AMED 室、文、厚、経】 

・最大 10 年間の研究開発期間において、
５年目の外部評価に向けて研究開発
を着実に推進するとともに、社会課題
解決に向けて、ＥＬＳＩや国際連携、
社会実装に向けた取組の強化など、今
後の研究開発に向けた課題と方向性
について整理する。【科技、健康医療、
AMED 室、文、厚、経】 

・我が国は超高齢化の課題先進国であ
るが、日本発・世界初のアルツハイマ
ー病の治療薬やバイオマーカーを開
発している強みを活かし、認知症の各
ステージに対する治療法等の開発を
推進し、認知症の抜本的な発症・進行
抑制を目指す。このため、新たな脳科
学に関する国家プロジェクトを創設
し、産学官の協働により、臨床と基礎
の双方向性トランスレーショナル研
究や国際的なネットワークの体制を
強化することにより、治験にも即応す
るコホートやバイオバンク等を最大

                                                      
172 第 4 次産業革命とは、18 世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化である第 1 次産業革命、20 世紀初頭の分業に基づく電力を用い

た大量生産である第 2 次産業革命、1970 年代初頭からの電子工学や情報技術を用いた一層のオートメーション化である第３次産業革命に続
く、ＩｏＴ、ビッグデータやＡＩのようないくつかのコアとなる技術革新 
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野に、アジア健康構想及びアフリカ健康
構想の下、各国の自律的な産業振興と裾
野の広い健康・医療分野への貢献を目指
し、我が国の健康・医療関連産業の国際
展開を推進する。 

なプラットフォーム基盤技術を含め
た治療薬法・診断技術法・感染予防管
理等の研究開発や新たな感染症の発
生を国内外で早期に把握するための
サーベイランス、疫学調査の推進に資
する研究開発を支援した。 

・ＮＣ（国立高度専門医療研究センタ
ー）が世界最高水準の研究開発･医療
を目指して新たなイノベーションを
創出するため、6ＮＣの資源･情報を集
約し､それぞれの専門性を活かしつつ
有機的･機能的連携を行い、我が国全
体の臨床研究力の向上に資すること
を目的として、2020 年 4 月に 6ＮＣ
の横断的研究推進組織として、「国立
高度専門医療研究センター医療研究
連携推進本部（ＪＨ：Japan Health 
Research Promotion Bureau）」を設
置。 
2022 年度においては、目的の達成に
向けて、主に次の取組を実施した。 

 ア データ集積のための基盤強化 
 ・ＪＨ運用のための情報基盤（ＪＨ 

Super Highway：６NC 間の超高速
インターネット）の維持 

 ・６ＮＣ統合電子カルテデータベース
（6NC-EHRs）へのデータ登録 

イ 共同研究の推進 
 ・横断的研究推進事業 2023 年度新

規課題の設定・審査 
・若手研究グラント 2023 年度新規

課題の設定・審査 
 ウ 知財・法務 
 ・知財・法務教育コンテンツ作成 
 エ 広報 
 ・ホームページコンテンツの充実・情

報発信 
 ・ＪＨ広報用パンフレット作製・配布 

オ 人材育成 
 ・６ＮＣ共通教育用プラットフォーム

を構築し、疾患領域横断的な人材育
成のためのコンテンツ配信 

 ・研究支援人材の育成支援（生物統計
家、研究倫理相談・教育） 

・レギュラトリーサイエンス推進のた
め、医薬品等の品質、有効性、安全性
に関する研究支援を行う「医薬品等規
制調和・評価研究事業」において、人
材育成の推進を図ることを目的に研
究公募の際に目的に適う若手人材の
登用を行うとともに、公開シンポジウ
ムを開催するなど、新しい技術の適正
かつ早期実用化に向けたレギュラト
リーサイエンス研究について広く周
知・討論を行った。 

・生物統計家育成については、2016 年
度からＡＭＥＤの「臨床研究・治験推
進研究事業」において東京大学大学院
及び京都大学大学院を育成拠点とし
て採択。2018 年度から受講生を受け

限活用して、新たな診断・治療法等の
開発を活性化する。また、非アルツハ
イマー型も含めた認知症に対して、未
知の機序や病態メカニズム等にも着
目した創薬ターゲットの探索を推進
する。その基盤となるハブを整備し、
革新的計測・イメージング技術や、ゲ
ノム・分子・細胞・神経回路・行動と
いった多次元・多階層のデータを統合
する数理科学的な研究手法の構築を
推進する。【健康医療、文、厚、経】 

・現時点では有効な診断・治療法がな
い、難治性がん・希少がん、難病、脳
神経疾患、自己免疫疾患等について、
これまでの基礎的な研究の基盤があ
る中、精緻な臨床データを有する我が
国の強みを活かした勝ち筋を拡充し
つつ、ゲノム創薬をはじめとした次世
代創薬の推進により革新的医薬品を
国内外に迅速に届ける。このため、ゲ
ノムデータ基盤やバイオバンクにお
いて、試料、ゲノム、マルチオミック
スの情報や臨床情報等を戦略的に収
集、ＡＩ等の最新の解析手法を導入し
て利活用することにより、創薬プロセ
ス等を格段に加速させる。また新たな
モダリティに関する技術開発と疾患
に応じた最適化により、高機能バイ
オ・中分子等の次世代創薬を創出す
る。これらの推進にあたり、国際的ネ
ットワークも視野に入れたゲノムデ
ータ基盤やバイオバンク主導の産学
プラットフォームや、多業種・多分野
の産学リソースを糾合した新たな共
同研究の開発推進体制等を構築し、革
新的創薬など出口を見据えた研究開
発を推進するとともに、新規モダリテ
ィの評価・測定等バイオ創薬研究の共
用基盤、電子カルテデータ等の創薬へ
の活用に向けた取組を進める。【健康
医療、文、厚、経】 

・次の感染症有事に備え、自律したワク
チン開発体制を強化し研究開発を推
進しているところ、国による国内開発
ワクチンの有事に備えた買上、備蓄等
方策について検討を行う。また、新興・
再興感染症に対する治療薬等に関す
る研究開発を支援するとともに、感染
症に関する治験・臨床研究ネットワー
クの構築を検討する。また、アジア・
アフリカ等の感染症流行地における
研究拠点ネットワークを強化し、新
興・再興感染症の最新の発生状況や病
原体の感染力等に関する世界的なサ
ーベイランス体制を強化する。【健康
医療、文、厚】 

・ＳＣＡＲＤＡを通じて重点感染症に
対するワクチンの開発および新規モ
ダリティの育成、ワクチンへの応用研
究を継続的に支援。また、世界トップ
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入れ、質の高い臨床研究に寄与するた
めの人材育成に取り組んだ。現在の修
了者数、在籍者数は一期生：21 名
（2020 年３月修了）、二期生：18 名、
三期生：18 名、四期生：11 名であり
修了者の 7 割以上がアカデミアに就
職した。 

・臨床研究法においては、法附則第 2 条
第 2 項に基づき、法律の施行の状況、
臨床研究を取り巻く状況の変化等を
勘案し、施行後 5 年までに検討し、そ
の結果に基づき所要の措置を講じる
こととされており、臨床研究部会にお
いて、臨床研究法や運用の見直しを実
施。2022 年６月３日「臨床研究法施
行５年後の見直しに係る検討のとり
まとめ」を公表。 

・ＰＭＤＡにおいて、ＲＳ総合相談を
110 件、ＲＳ戦略相談を 366 件実施。
また、先駆け総合評価相談実施中（継
続）の製品数は、医薬品３製品、医療
機器２製品及び再生医療等製品３製
品。（2022 年度（12 月末時点）） 

・2019 年４月からカルタヘナ法関連相
談を新設し、これまでに 31 件の相談
を実施した。（2022 年 12 月末時点） 

・2019 年 10 月からは、新型コロナウイ
ルスワクチン戦略相談を新設し、これ
までに 377 件の相談を実施した。
（2022 年９月末時点） 

・2021 年４月からは、医療機器プログ
ラムに関して厚生労働省とＰＭＤＡ
がそれぞれ実施している医療機器該
当性、薬事開発、医療保険に関する相
談を一元的に受け付ける窓口を設置
し、159 件の相談を実施した。(2022
年度（12 月末時点)） 

・レギュラトリーサイエンス推進のた
め、医薬品等の品質、有効性、安全性
に関する研究支援を行うＡＭＥＤ研
究「医薬品等規制調和・評価研究事業」
において、国際的な規制調和を前提と
した研究課題を複数公募・採択してお
り、研究成果を国内規制のみならず、
国際的な議論のために活用。 

・健康・医療データ利活用基盤協議会に
てＰＭＤＡのデータ利活用プラット
フォームを用いたデータ連携、同意の
在り方を整理した。 

・健康医療データ利活用プラットフォ
ームの一部の機能について限定した
ユーザーによる試験的運用を開始。 

・公的保険外のヘルスケア産業の促進
等のため、健康経営の推進、地域・職
域連携の推進、個人の健康づくりへの
取組促進等を引き続き実施。また、適
正なヘルスケアサービス提供のため
の環境整備として、ヘルスケアサービ
スの品質評価の取組、医療ＤＸの推
進、公的保険サービスと公的保険外サ

レベルの研究開発拠点の形成に向け
た取組を進めるほか、先端的アプロー
チによる平時からのワクチン・感染症
等の研究を推進する。【健康医療、文、
厚、経】 

・感染症有事の抜本的強化として、ＡＭ
ＥＤにおいて、今後の感染症危機に備
え重点感染症の候補リスト等を対象
とした治療薬等の必須対抗手段の基
盤に関する研究及び臨床研究体制構
築に関する研究を引き続き支援。【厚】 

・医療系スタートアップは、革新的なイ
ノベーションの担い手として期待さ
れる一方、長い開発期間や規制対応が
必要となる等、飛躍のためには、他分
野にはないハードルを越えた医療系
独自の手厚い支援が必要。このため、
医療分野の実用化支援に実績のある
大学等の拠点で、アーリーフェーズ向
けに、新たにアントレプレナー育成、
シードマネー供給等をはじめとする
伴走支援をパッケージで行う。さら
に、大阪・関西万博の機会を活用した
ビジネスコンテスト・加速プログラム
や公的な支援窓口による伴走支援の
強化を実施する。また、スタートアッ
プの参入や市場拡大が期待されるプ
ログラム医療機器の実用化を加速す
るため、その源泉となる独創的な医療
機器のシーズの創出を図りつつ、 二
段階薬事承認による保険償還を適用
する方向で検討を行い、2023 年度に
結論を得る。さらに、ＰＭＤＡでのプ
ログラム医療機器に関する相談業務
と審査業務のニーズが増加している
状況を踏まえ、ＰＭＤＡの相談・審査
体制を強化する。【健康医療、文、厚、
経】 

・再生・細胞医療・遺伝子治療分野にお
いては、新たな根本治療法を創出する
とともに実用化を推進するため、異分
野融合による独創的な治療技術研究
や、製造基盤技術開発等の更なる革新
的な研究開発を行う。また、産業化に
向けた課題を克服するため、ＰＭＤＡ
による出張相談を開始するとともに、
治験・上市済の製品・技術に関する有
効性証明や対象拡大、生産工程改善を
支援する。さらに、大阪・関西万博で
の国内外への情報発信を実施する。
【健康医療、文、厚、経】 

・「国立高度専門医療研究センター 医
療研究連携推進本部」の状況や効果、
課題の検証を行いながら、ＮＣ組織の
在り方について検討を進める。【厚】 

・引き続き、レギュラトリーサイエンス
の専門家の育成・確保等を推進する、
研究者に対してレギュラトリーサイ
エンスに必要な取組を推進。【厚】 

・生物統計家については引き続き、東京
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ービスの連携等に今後とも取り組む。 
・官民ファンド等による資金支援や、ワ

ンストップ窓口による情報発信、コン
サル支援や支援機関とのネットワー
ク支援、ビジネスコンテストの開催等
の取組を推進し、健康・医療分野の新
産業創出に向けたイノベーション・エ
コシステムを強化。 

・アジア健康構想及びアフリカ健康構
想の下、我が国の事業者が提供するヘ
ルスケア分野の優れたサービスや製
品をアジアやアフリカ向けにＰＲす
るためのオンラインセミナー等を開
催するとともに、現地での活用を目指
した実証事業への支援等を実施。 

・「全ゲノム解析等実行計画 2022」を令
和４年９月に策定。これを踏まえ、が
ん・難病に関する全ゲノム解析等を実
施中であり、また、産官学が幅広く利
活用可能な体制整備を進めている。 

大学及び京都大学において修士課程
の学生に対する専門教育（座学・実習・
研究）や卒後教育を実施し、質の高い
臨床研究に寄与するための人材育成
に努める。【厚】 

・臨床研究法について、取りまとめに沿
って、制度改正等を推進。【厚】 

・引き続き、レギュラトリーサイエンス
戦略相談制度等を適切に運用する。
【厚】 

・引き続き、国際的な規制調和を前提と
した医薬品等の品質、有効性及び安全
性に関する研究の支援、審査ガイドラ
インの整備、審査員に対する専門的知
識の向上等を通じて、研究開発におけ
るレギュラトリーサイエンスを普及・
充実。【厚】 

・ＡＭＥＤが支援した研究開発によっ
て得られたデータを産学官の研究開
発で活用するため、複数のデータベー
ス等を連携し、ゲノム情報等から抽出
されるメタデータを用いた横断検索
機能を有するとともに、産業界も含め
た研究開発にデータを扱う場(データ
を持ち込み扱えるセキュリティが担
保された Visiting 利用環境)を広く提
供するＡＭＥＤのデータ利活用プラ
ットフォームを、2023 年度に整備。
【健康医療、文、厚、経】 

・公的保険外のヘルスケア産業の促進
等のため、健康経営の推進、地域・職
域連携の推進、個人の健康づくりへの
取組促進等を引き続き実施。また、適
正なヘルスケアサービス提供のため
の環境整備として、ヘルスケアサービ
スの品質評価の取組、医療ＤＸの推
進、公的保険サービスと公的保険外サ
ービスの連携等に今後とも取り組む。
【経、厚】 

・官民ファンド等による資金支援や、ワ
ンストップ窓口による情報発信、コン
サル支援や支援機関とのネットワー
ク支援、ビジネスコンテストの開催等
の取組を引き続き推進し、健康・医療
分野の新産業創出に向けたイノベー
ション・エコシステムを強化する。
【REVIC 室、文、厚、経】 

・ＵＨＣの達成への貢献を視野に、アジ
ア健康構想及びアフリカ健康構想の
下、各国の自律的な産業振興と裾野の
広い健康・医療分野への貢献を目指
し、我が国の健康・医療関連産業の国
際展開を推進。対象分野については、
医療・介護のみならず、裾野の広いヘ
ルスケアサービスを含む全体をパッ
ケージとして展開。【健康医療、総、
法、外、財、文、厚、農、経、国】 

・「全ゲノム解析等実行計画 2022」 （令
和４年９月策定）を着実に推進し、国
民へ質の高い医療を届けるため、がん
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や難病患者を対象とした全ゲノム解
析及びマルチオミックス解析等を実
施することで得られる全ゲノムデー
タ、マルチオミックスデータ、臨床情
報等を搭載した質の高い情報基盤を
構築し、民間企業やアカデミア等へそ
の利活用を促すことにより、診断・創
薬や新規治療法等の開発を目指す。ま
た、解析結果等の速やかな日常診療へ
の導入や、新たな個別化医療の実現に
ついても更に推進する。さらに、こう
した取組の運用を担う事業実施組織
の設置に向けた検討を進める。【厚】 

・マイナンバーカードを活用した救急
業務の迅速化・円滑化について、2022
年度の実証実験結果を踏まえ、2024
年度末までを目途に全国展開を目指
す。【総】 

 
（７）宇宙 

基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
今日、測位・通信・観測等の宇宙シス

テムは、我が国の安全保障や経済・社会
活動を支えるとともに、Society 5.0の実
現に向けた基盤としても、重要性が高ま
っている。こうした中、宇宙活動は官民
共創の時代を迎え、広範な分野で宇宙利
用による産業の活性化が図られてきて
いる。また、宇宙探査の進展により、人
類の活動領域が地球軌道を越えて月面、
深宇宙へと拡大しつつある中、「はやぶ
さ２」による小惑星からのサンプル回収
の成功は、我が国の科学技術の水準の高
さを世界に示し、その力に対する国民の
期待を高めた。宇宙は科学技術のフロン
ティア及び経済成長の推進力として、更
にその重要性を増しており、我が国にお
けるイノベーションの創出の面でも大
きな推進力になり得る。 

こうした認識の下、第６期基本計画期
間中は、「宇宙基本計画」に基づき、産学
官の連携の下、準天頂衛星システムや情
報収集衛星等の開発・整備、災害対策・
国土強靱化や地球規模課題の解決に貢
献する衛星開発、アルテミス計画による
月面探査に向けた研究開発、宇宙科学・
探査の推進、基幹ロケットの開発・高度
化、将来宇宙輸送システムの検討、各省
連携による戦略的な衛星開発・実証の推
進、衛星データ利用の拡大・高度化、ス
ペースデブリ対策や宇宙交通管理を含
む将来の宇宙活動のルール形成、宇宙活
動を支える人材基盤の強化等を推進し
ていく。 

以下を含む施策を通じて、宇宙開発利用
を推進。 

(１) 宇宙安全保障の確保 
(a) 宇宙安全保障のための宇宙システム

利用の抜本的拡大 
・衛星コンステレーションの構築や情報

収集衛星の機能強化、民間衛星、同盟
国・同志国との連携強化等で隙のない
情報収集体制を構築 

・情報収集衛星機能の強化(10 機体制が
目指す能力早期達成) 

・安全保障用通信衛星網の多層化(耐傍
受性・耐妨害性のある防衛用通信衛星
の確保等） 

・衛星コンステに必要な共通技術の確立 
・衛星測位機能の強化 
・ミサイル防衛用宇宙システムに必要な

技術の確立（ＨＧＶの対処能力の向上
のための技術実証等） 

・海洋状況把握等 
(b) 宇宙空間の安全かつ安定的な利用の

確保 
・宇宙システム全体の機能保証強化 
・宇宙領域把握（ＳＤＡ）体制の構築 
・軌道上サービスを活用した衛星のライ

フサイクル管理 
(c) 安全保障と宇宙産業の発展の好循環

の実現 
・政府の研究開発・実装能力の向上 
(２) 国土強靱化・地球規模課題への対応

とイノベーションの実現 
(a) 次世代通信サービス 
・Beyond5G 等次世代通信技術開発・実

証 
・フルデジタル化通信衛星実装へ開発・

実証(2025 年度 ETS-9 打上げ) 
衛星量子暗号通信の早期実現へ開発・

以下を含む取組を実施する。 
(１) 宇宙安全保障の確保 
・衛星コンステレーションの構築や、民

間衛星、同盟国・同志国との連携強化
等で隙のない情報収集体制するとと
もに、必要な共通技術の実証を進め
る。【宇宙、関係府省】 

・情報収集衛星の 10 機体制が目指す能
力早期達成に向けた機能強化を進め
るとともに、耐傍受性・耐妨害性のあ
る防衛用通信衛星の確保等、安全保障
用通信衛星網の多層化を進める。【宇
宙、関係府省】 

・極超音速滑空弾（ＨＧＶ）等に対する
ミサイル防衛用宇宙システム能力向
上のための技術実証を行う。【宇宙、関
係府省】 

・宇宙状況把握システムの実運用に加
え、宇宙領域把握衛星を 2026 年度ま
でに打ち上げるなど、宇宙領域把握の
体制の構築を進める。【宇宙、関係府
省】 

・政府の研究開発・実装能力の向上に向
け、民間技術の活用及び府省横断的な
連携の下で、防衛省・自衛隊のニーズ
を踏まえ、政府関係機関の先端技術の
研究開発を防衛目的に活用する。【宇
宙、関係府省】 

(２) 国土強靱化・地球規模課題への対応
とイノベーションの実現 

・Beyond5G 時代を見据え、非地上系ネ
ットワーク（ＮＴＮ）、衛星光通信技術
の開発実証を進めるとともに、衛星量
子暗号通信の早期実現へ向けた開発・
実証を推進する。【宇宙、関係府省】 

・フルデジタル化通信衛星実装に向け
2025 年度に技術試験衛星 9 号機（ETS-



160 
 

実証 
(b) リモートセンシング 
・国土強靱化・地球規模課題への衛星開

発・運用とデータ利活用促進(2029 年
度ひまわり 10 号運用開始、2024 年度
GOSAT-GW 打上げ、ALOS-3 喪失に
対して再開発の要否を含め検討、降水
レーダ衛星開発等） 

・衛星関連先端技術の開発・実証支援
（2025 年ＳＡＲ衛星コンステ構築へ
実証等） 

(c) 準天頂衛星システム 
・7 機体制の着実な構築と 11 機体制に

向けた検討・開発着手（準天頂衛星シ
ステムの開発・整備・運用、利活用推
進） 

(d) 衛星開発・利用基盤の拡充 
衛星データ利用拡大とサービス調達
推進 

・衛星開発・実証プラットフォームにお
けるプロジェクトの戦略的推進 

・宇宙機器・ソリューション海外展開強
化 

・異業種・スタートアップ企業の参入促
進 

・衛星データ及び地理空間データプラッ
トフォームの充実・強化 

・宇宙天気予報の高度化・利用拡大（ひ
まわり 10 号への宇宙環境計測センサ
搭載） 

・宇宙太陽光発電の研究開発 
(３) 宇宙科学・探査における新たな知と

産業の創造 
(a) 宇宙科学・探査 
・大型の海外計画参画と独創的・先鋭的

技術によるユニークなミッションの
創出（2024 年度ＭＭＸ打上げ） 

・火星本星・小天体探査計画の検討と「月
面における科学」の具体化 

・獲得すべき重要技術の特定と強みであ
る技術の高度化、強みとなる最先端技
術の開発・蓄積、フロントローディン
グの推進 

(b) 月面における持続的な有人活動 
・アルテミス計画の下、国際パートナー・

民間事業者と連携した持続的な月面
活動推進(環境制御・生命維持技術、補
給機、有人与圧ローバー、測位通信技
術、月輸送技術等) 

・月面開発工程の具体化に向けた構想策
定と官民プラットフォームの構築 

・将来市場形成に向けた規範・ルールの
形成 

(c) 地球低軌道活動 
【ＩＳＳ延長期間】 
・ＩＳＳの利用促進、ニーズ拡大策の推

進 
アルテミス計画等に必要な技術の実証 
【ポストＩＳＳを見据えた取組】 
・ポストＩＳＳの在り方の検討と、その

9）を打上げるなど開発・実証を進め
る。【宇宙、関係府省】 

・2024 年度打上げを目指す温室効果ガ
ス・水循環観測技術衛星（GOSAT-
GW）、2029 年度運用開始を目指すひ
まわり 10 号等により、防災・減災、国
土強靱化、地球規模課題への衛星開
発・運用とデータの利活用を促進す
る。【宇宙、関係府省】 

・準天頂衛星システム 7 機体制の着実な
構築と 11 機体制に向けた検討・開発
に着手する。【宇宙、関係府省】 

・「衛星リモートセンシング利用タスク
フォース」による衛星データ利用の拡
大、革新的衛星ミッション共創プログ
ラムといった衛星開発・実証プラット
フォームにおけるプロジェクトの戦
略的推進、宇宙機器・ソリューション
の海外展開強化、異業種や中小・スタ
ートアップをを含めた民間事業者と
のパートナーシップ構築等を通じて、
衛星開発・利用基盤の拡充を図る。【宇
宙、関係府省】 

・我が国上空の宇宙環境を観測するセン
サの開発やひまわり 10 号への搭載等
を通じた観測・分析能力の充実・強化
を図るとともに、警報の対象やユーザ
ーへの影響を分かりやすく示した新
たな警報基準を策定する等、宇宙天気
予報の高度化・利用拡大を一層進めて
いく。【宇宙、関係府省】 

(３) 宇宙科学・探査における新たな知の
創造 

・大型の海外計画参画と独創的・先鋭的
技術によるユニークなミッションを
創出（2024 年度火星衛星探査計画（Ｍ
ＭＸ）探査機打上げ等）するとともに、
火星本星・小天体探査計画の検討と
「月面における科学」の具体化を図
る。また、獲得すべき重要技術の特定
と強みである技術の高度化、強みとな
る最先端技術の開発・蓄積、フロント
ローディングを推進する。【宇宙、関係
府省】 

・アルテミス計画の下、国際パートナー・
民間事業者と連携した持続的な月面
活動を推進する（環境制御・生命維持
技術、補給機、有人与圧ローバー、測
位通信技術、資源探査、月輸送技術
等）。【宇宙、関係府省】 

・月面開発工程の具体化に向けた官民プ
ラットフォームを構築するとともに、
将来市場形成に向けた規範・ルールの
形成を推進する。【宇宙、関係府省】 

・ＩＳＳ延長期間においては、関係各国
との協議や、民間の創意工夫を最大限
活用してＩＳＳ利用を促進する方策
の検討や、利用ニーズの掘り起こしを
行うなどして、日本実験棟「きぼう」
の運用と利用拡大、成果の創出・最大
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在り方に応じた必要な技術の研究開
発 

・国際的・国内的な法的枠組みの検討 
(４) 宇宙活動を支える総合的基盤の強

化 
(a) 宇宙輸送 
・基幹ロケットの継続的な運用と強化 
・民間ロケットの開発・事業支援 
・新たな宇宙輸送システムの構築 
・宇宙輸送に関わる制度環境の整備 
(b) 宇宙交通管理及びスペースデブリ対

策 
・商業デブリ除去技術の実証 
・軌道上サービス技術の開発・支援 
・国際的な規範・ルール形成への参画 
(c) 技術・産業・人材基盤の強化 
・宇宙技術戦略の策定・ローリング 
・先端・基盤技術開発の強化（ＪＡＸＡ

能力強化、資金供給機能強化） 
・商業化に向けた支援の強化（定期的宇

宙実証、放射線試験機会提供、開発プ
ロセスのＤＸ支援等） 

・異業種やスタートアップ企業の宇宙産
業への参入促進及び事業化支援（ＪＡ
ＸＡ出資・資金供給機能、ＳＢＩＲ制
度等） 

・契約制度の見直し 
・ＪＡＸＡの人的資源の拡充・強化 
・人材基盤の強化 
・国際宇宙協力の強化 
・国際的な規範・ルール作りの推進 
・国民理解の増進 

化に取り組む。また、ポストＩＳＳの
地球低軌道活動を見据えた取組（必要
な技術の研究開発、国際的・国内的な
法的枠組み等についての検討等）を行
う。【宇宙、関係府省】 

(４) 宇宙活動を支える総合的基盤の強   
化 

・Ｈ３ロケット試験機１号機の打上げ失
敗の原因究明とその対策に透明性を
持って取り組む。【宇宙、関係府省】 

・基幹ロケットの継続的な運用と強化を
行うとともに、ＳＢＩＲ制度や技術提
供・設備供与、政府による活用等を通
じて、民間ロケットの開発・事業支援
を行う。また、新たな宇宙輸送システ
ムの構築（次期基幹ロケットや有人輸
送等に関する研究開発）を行う。さら
に、宇宙輸送に関わる制度環境の整備
（次世代技術の実証に必要となる実
験場の整備等）を行う。 

・宇宙空間の安定的かつ持続的な利用を
確保するため、宇宙交通管理及びスペ
ースデブリ対策に関する国際的な規
範・ルール作りに参画する。【宇宙、関
係府省】 

・ＪＡＸＡは民間事業者とも協力し、商
業デブリ除去技術実証のＣＲＤ２に
おいて 2023 年度に実施する軌道上で
の関連技術実証や、2026 年度以降のデ
ブリ除去技術実証に向けた開発を着
実に進める。また、運用を終了した衛
星等の軌道離脱、軌道上サービス技術
等の開発・支援、政府衛星へのデブリ
低減に資する技術を導入する。【宇宙、
関係府省】 

・宇宙技術戦略の策定・ローリング、先
端・基盤技術開発や商業化支援、異業
種や中小・スタートアップ企業の支
援、契約制度の見直し、人材基盤維持
発展のプログラムの充実等を通じ、技
術・産業・人材基盤の強化を実施する。
【宇宙、関係府省】 

・経済安全保障重要技術育成プログラム
において、低軌道衛星間光通信の基盤
等、宇宙領域における先端技術の研究
開発を、経済安全保障推進法に基づく
指定基金協議会を通じた官民の伴走
支援の実施を含め着実に推進する。
【内閣官房、経済安保、科技、文、経】 
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（８）海洋 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

四方を海に囲まれ、世界有数の広大な
管轄海域 173を有する我が国には、領土・
領海の保全と国民の安全を確保すべく
海を守り、経済社会の存立・成長の基盤
として海を生かし、貴重な人類の存立基
盤として海を子孫に継承していくこと
が求められている。また、海洋の生物資
源や生態系の保全、エネルギー・鉱物資
源確保、地球温暖化や海洋プラスチック
ごみなどの地球規模課題への対応、地
震・津波・火山等の脅威への対策、北極
域の持続的な利活用、海洋産業の競争力
強化等において、海洋に関する科学的知
見の収集・活用は不可欠である。2021 年
からの「国連持続可能な開発のための海
洋科学の 10 年」では、我が国の強みで
ある科学技術の力をもって世界に貢献
していくことが求められている。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「海洋基本計画」に基づき、海洋に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進する。
特に海洋観測は海洋科学技術の最重要
基盤であり、ＭＤＡの能力強化や、カー
ボンニュートラル実現に向けた広大な
海洋環境の把握能力を高めるため、氷海
域、深海部、海底下を含む海洋の調査・
観測技術の向上を目指し、研究船の他、
ＲＯＶ174やＡＵＶ、海底光ファイバケー
ブル、無人観測艇等の観測技術の開発を
進めていく。さらに、データや情報の処
理・共用・利活用の高度化を進めるため、
データ・計算共用基盤の構築・強化によ
る観測データの徹底的な活用を図ると
と も に 、 海 洋 観 測 の Internet of 
Laboratory175の実現により、海洋分野に
おけるデータ駆動型研究を推進するこ
とを通じて、人類全体の財産である海洋
の価値創出を目指す。 

これらを進めるために、産学官連携を
強力に推進し、海洋分野のイノベーショ
ンの創出を目指す。      

・「海洋基本計画」に基づき、海洋に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進。 

・経済安全保障重要技術育成プログラ
ムにおいて、自律型無人探査機（ＡＵ
Ｖ）、船舶向け通信衛星システム（衛
星ＶＤＥＳ）、先端センシング技術、
高精度航法技術等、海洋領域における
先端技術の研究開発について公募等
の作業を進めている。 

・海洋に関わる社会課題の解決に向け
て、海洋分野の市民参加型研究による
総合知創出を図る事業を 2023 年度か
ら開始することを目指し、有識者会議
等で議論を重ねつつ、事業の制度設計
等を行った。 

・地球規模課題への対応としては、例え
ば海洋プラスチックごみ対策につい
ては、世界各地で行われている海洋表
層水中のマイクロプラスチックのモ
ニタリングのデータを収集・一元化す
るためのデータベースシステムの設
計・開発を開始。また、海洋プラスチ
ックごみによる生物・生態系影響や海
洋プラスチックごみの発生源・発生
量・流出経路等の実態把握に向けた調
査・検討、及び研究支援を実施。さら
に、海洋流出が懸念されるマイクロビ
ーズ等の、再生可能資源等を由来とす
る海洋生分解性素材等への転換・社会
実装化の支援を実施。 

・海域地震・火山の対策に向けて、観測
データの取得や発生メカニズムの研
究等を実施。南海トラフにおいて、「プ
レート間の固着状況」を把握するた
め、GNSS-A 方式による海底地殻変動
観測を実施するとともに、「ゆっくり
滑り（スロースリップ）」をはじめと
する海底地殻変動をリアルタイムに
観測するため、観測装置の開発を進
め、設置に向け地球深部探査船「ちき
ゅう」による海底深部の掘削オペレー
ションの立案に着手した。 

・海洋観測・監視、海洋資源探査、洋上
風力発電の設置・保守管理、海洋イン
フラ管理、海洋生態系のモニタリング
等への活用が期待されるＡＵＶの社
会実装を推進するため、産学官の枠組
みを構築し、将来ビジョン、ロードマ
ップ、人材育成を含む戦略の策定に向
けた検討を開始した。 

・経済安全保障重要技術育成プログラ
ムにおいて、自律型無人探査機（ＡＵ
Ｖ）、船舶向け通信衛星システム（衛
星ＶＤＥＳ）、先端センシング技術、
高精度航法技術等、海洋領域における
先端技術の研究開発を、経済安全保障
推進法に基づく指定基金協議会を通
じた官民の伴走支援の実施を含め着
実に推進する。【内閣官房、経済安保、
科技、文、経】 

・「市民参加による海洋総合知創出手法
構築プロジェクト」を 2023 年度中に
開始し、海洋分野の市民参加型研究を
実施するとともに、海洋に関わる課題
解決に貢献する総合知を創出する。さ
らに、その実施過程に関する知見等を
纏めることにより、汎用性の高い総合
知創出手法の構築を目指す。【文】 

・世界各地で行われている海洋表層水
中のマイクロプラスチックのモニタ
リングのデータを収集・一元化するた
めのデータベースシステムの設計・開
発、運用開始。また、海洋プラスチッ
クごみの有害性・リスク評価手法等の
検討を実施。引き続き、海洋プラスチ
ックごみによる生物・生態系影響や海
洋プラスチックごみの発生源・発生
量・流出経路等の実態把握に向けた調
査・検討、及び研究支援を行い、科学
的知見の集積を推進。「脱炭素型循環
経済システム構築促進事業」により、
海洋流出が懸念されるマイクロビー
ズ等の、再生可能資源等を由来とする
海洋生分解性素材等への転換・社会実
装化を支援。「プラスチック有効利用
高度化事業」により、海洋生分解性プ
ラスチック開発・導入普及に向けて、
将来的に求められる用途や需要に応
えるための新たな技術・素材の開発及
び海洋生分解性プラスチックの国際
標準化提案に向けた研究開発を推進。
【文、経、環】 

・南海トラフにおいて、「プレート間の
固着状況」を把握するため、GNSS-A
方式による海底地殻変動観測を実施
する。さらに、「ゆっくり滑り（スロー
スリップ）」をはじめとする海底地殻
変動をリアルタイムに観測するため、
海底深部を掘削して観測装置を設置
し、観測データの収集・活用を進める

                                                      
173 我が国の領海（内水を含む。）及び排他的経済水域の面積は世界第６位、各国の海外領土の持つ海域も当該国のものとすると世界第８位と

される。 
174 ＲＯＶ：Remotely Operated Vehicle。遠隔操作型無人探査機。 
175 種々の機器やデータ等が大容量のデータ通信を可能とするネットワークインフラでリアルタイムにつながり、場所を問わずシームレスに研

究活動を行える仕組みのこと。 
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・ＭＤＡの能力を強化し、我が国の広大
な排他的経済水域を最大限利用する
ために不可欠な海洋観測技術の高度
化・効率化に向けて、有人観測に加え、
無人観測技術の高度化について、7, 
000ｍ以深対応ＡＵＶの詳細設計を行
い、機器調達・製作に着手した。また、
ＲＯＶについては、ケーブルを用いず
大深度化を実現する方策を検討した。 

・ＳＩＰ第２期の「革新的深海資源調査
技術」 においては、海洋資源調査技
術の開発・実証の取組としてレアアー
ス泥回収技術の開発を進めた。また、
深海域での異機種ＡＵＶ4 機による隊
列制御の技術実証とシミュレーショ
ンによるＡＵＶ10 機運用技術の確立
に成功し、ＡＵＶ等の一層の高機能化
を推進した。 

・海洋状況表示システム（海しる）の更
なる活用を見据え、掲載情報の充実、
機能の拡充を行った。また、政府機関・
地方公共団体・民間・外国等が保有す
るシステムとの連携を進めるため、ニ
ーズ調査や備えるべき機能等に関す
る有識者による検討、官民フォーラム
の開催を実施した。さらに、データの
流通と利活用を促進するため、ＡＰＩ
連携の拡充に向けたシステム改修を
行った。 

・ＤＩＡＳやスーパーコンピュータ等
による海洋ビッグデータの解析・利活
用を推進するため、気候・気象予測や
海洋生態系等に関するモデルの高精
度化に改良に取り組んだ。 

・北極域研究船を確実に建造するため、
詳細設計及び搭載する主要機器の選
定・発注を進めた。また、北極域研究
船の国際研究プラットフォームとし
ての利活用に向けた取組として、国際
会合・イベントにおいて北極域研究船
の取組を紹介するとともに、関係国と
の会合を開催。さらに、国内外の若手
研究者を対象に観測研究提案公募を
実施・選定した。 

・洋上風力発電の導入促進に向け、海洋
再生可能エネルギー発電設備の整備
に係る海域の利用の促進に関する法
律（平成 30 年法律第 89 号。以下「再
エネ海域利用法」という。）に基づき、
2021 年９月には新たに３海域を促進
区域に指定し、2022 年 12 月末には、
それらの３海域と、既に促進区域に指
定済であった秋田県八峰町・能代市沖
と合わせた４海域についての公募を
開始した。 

・浮体式洋上風力発電施設のコスト低
減に向けて、浮体式洋上風力発電施設
の浮体構造や係留索の遠隔検査及び
モニタリング手法等の検討を実施。 

・海洋エネルギーの一つである潮流発

とともに、掘削作業に必須である地球
深部探査船「ちきゅう」の保守整備・
老朽化対策を行う。加えて、想定震源
域のうち、まだ観測網を設置していな
い高知県沖～日向灘の観測の実施に
向け、必要な技術の開発・整備等の研
究開発を進める。【文、国】 

・ＡＵＶの社会実装に向けた戦略を策
定し、共通技術の開発に向けた関係機
関と産学官の連携及び科学技術の多
義性を踏まえた公的利用の推進を含
めて戦略を着実に実施する。【科技、
海洋、文、経、国、環、防】 

・広大な海域における無人観測技術の
高度化に向け、ＡＵＶ開発において
は、これまでの設計・要素技術開発の
成果を活用し、航行/観測に必要な機
器の整備、音響通信装置の開発及び機
体制御に関するソフトウェアを開発
し、機体を組み上げ、我が国の海洋状
況の把握に資する 7,000ｍ以深対応Ａ
ＵＶの開発を推進する。ＲＯＶ開発に
おいては、より効率的・効果的に船上
から超深海の映像の観察及び試料採
取を可能とすることで調査・観測能力
を確保することを目指す。さらに、海
及び空の無人機の連携や、海底光ファ
イバケーブル等も活用することによ
り、次世代の観測体制システムを構
築。【文】 

・ＳＩＰ第 3 期の「海洋安全保障プラッ
トフォームの構築」において、レアア
ース生産技術の開発、及びＡＵＶ協調
群制御技術や広域モニタリングシス
テムの研究開発等を含む海洋ロボテ
ィクス調査技術の開発を進める。あわ
せて、海洋環境影響評価技術の開発や
海洋玄武岩ＣＣＳ基礎調査研究を実
施する。【科技】 

・今後も海洋基本計画を踏まえて各利
活用分野のユーザーニーズを踏まえ
た情報の集約・共有を進めていく。特
に、ＥＥＺ洋上風力発電の適地選定に
向けたデータの整備、海洋状況表示シ
ステム（海しる）における海洋空間利
用の促進に向けた商業利用可能なＡ
ＰＩ等の機能提供を 2023 年度から開
始する。【海洋、文、国】 

・我が国が有する海洋ビッグデータを
活用し、「海洋のデジタルツイン」を
構築するため、ＤＩＡＳ等と連携し
て、地球環境や海洋生態系等の海洋デ
ータの活用やモデルの改良に取り組
み、地球環境の将来予測等の社会ニー
ズに即した付加価値情報を創出する。
【文】 

・北極域研究船について、2024 年度の
進水、2026 年度の就航に向けて、引
き続き着実に建造を進める。また、北
極域研究船の国際研究プラットフォ
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電技術の実用化・普及に向けた発電コ
ストの低コスト化や技術課題検討の
一環として、商用規模実証機の設備設
計を実施した。また潮流発電技術の実
証が進む欧州等にヒアリングを行い、
ビジネスモデル検討のための情報収
集等を行った。 

・グリーンイノベーション基金「次世代
船舶の開発」プロジェクトにおいて、
水素燃料船、アンモニア燃料船等に係
るエンジンの基本設計等を行い、ステ
ージゲート審査を通過するなど予定
通り開発を進めた。 

・「海事産業集約連携促進技術開発支援
事業」においては、船舶の低・脱炭素
化、デジタルトランスフォーメーショ
ン、内航海運の労働環境改善等の海事
産業の喫緊の課題への対応に向けて、
「ゼロエミッション船」、「自動運航
船」及び「内航近代化」のテーマで技
術開発を進めているところ。「ゼロエ
ミッション船」としては、水素燃料推
進プラントの技術開発を実施してお
り、2022 年度は、水素燃料の燃焼試
験、燃料供給装置の試作等を実施し
た。また、「自動運航船」としては、自
動運航システムの要素技術開発等を
実施しており、2022 年度は、システ
ムによる認知・判断・対応機能の改良
等を実施した。あわせて、「内航近代
化」としては、データ活用型次世代荷
役システムの開発及び遠隔機関監視
技術の開発を実施しており、2022 年
度は、前者については、システムの仕
様決定及びデータベース構築等を実
施するとともに、後者については、前
年度の設計に基づくシステムの開発
等を実施した。 

・洋上風力発電分野を含む海洋開発分
野の技術開発支援を進めるとともに、
ＡＵＶの技術開発支援を行い、海事産
業における海洋開発分野への市場進
出を推進。 

・「2050 年国際海運カーボンニュートラ
ル」を実現すべく、2021 年 11 月と
2022 年 6 月に米国、英国等と共同で、
この目標をＩＭＯが掲げる世界共通
の目標とすることを提案。2022 年 12
月には、新造船におけるゼロエミッシ
ョン船の加速度的な普及などを最大
限に進めることにより達成できる
2040 年の中間目標として、「2008 年
比 50％削減」をＩＭＯに提案。また
2022 年 6 月に、具体的なＧＨＧ削減
対策（経済的手法）として、化石燃料
船に対して課金し、ゼロエミッション
船に対して還付を行う feebate 制度を
ＩＭＯに提案。 

・補助事業により省エネ船の普及や、Ｌ
ＮＧ燃料システム等の導入実証等に

ームとしての利活用に向けて、多国
間・二国間における連携強化に向けた
国際会合の開催など各種取組を推進
し、北極域研究船就航後早期の国際連
携観測の実現に向けた議論を加速す
るともに、引き続き国内外の若手研究
者等のキャリア形成・人材育成に取り
組んでいく。【文】 

・引き続き、再エネ海域利用法に基づき
区域指定や公募審査等を行い、国内の
着実な案件形成を推進。【経、国】 

・引き続き、浮体式洋上風力発電施設の
浮体構造や係留索の遠隔検査及びモ
ニタリング手法等を検討。【国】 

・引き続き、潮流発電の実用化・普及に
向けて、技術課題の対策検討や実証試
験の実施とともに、ビジネスモデル検
討を推進。（再掲）【環】 

・引き続き、グリーンイノベーション基
金を活用し、水素焚き中速４ストロー
クエンジンの設計を完了させるなど、
水素燃料船、アンモニア燃料船等に係
る技術開発・実証を着実に実施し、ア
ンモニア燃料船を 2026 年より実証運
航開始、2028 年までのできるだけ早
期に商業運航実現、水素燃料船を
2027 年より実証運航開始、2030 年以
降に商業運航実現を目指す。【国】 

・引き続き、船舶の低・脱炭素化、デジ
タルトランスフォーメーション、内航
海運の労働環境改善等の海事産業の
喫緊の課題への対応に向けて、各テー
マにおける技術開発を推進する。【国】 

・浮体式洋上風力発電施設の浮体構造
や係留索の遠隔検査及びモニタリン
グ手法等を検討する。【国】 

・2023 年 7 月にＩＭＯＧＨＧ削減戦略
の改定が予定されているところ、戦略
改定にあたり野心的な温室効果ガス
削減目標が設定されるよう、引き続
き、ＩＭＯでの議論を主導する。また、
ＧＨＧ削減戦略の目標を達成する手
段 と し て 我 が 国 が 提 案 し て い る
feebate 制度を含めた中期的なＧＨＧ
削減対策について、その円滑な導入に
向け、引き続き、国際ルール作りを主
導する。さらに、ゼロエミッション船
の普及に向けた環境整備として、アン
モニアバンカリングガイドラインの
策定に向けた調査を行う。【国】 

・取りまとめた連携型省エネ船のコン
セプトを周知するとともに、引き続
き、補助事業による連携型省エネ船を
含めた省エネ船の導入を支援し、普及
を促す。また、船舶の省エネ性能の見
える化に向けた取組の推進、バイオ燃
料の更なる実証試験等を通じたガイ
ドラインの充実、ＬＮＧ燃料システム
導入支援等によるカーボンニュート
ラル推進を目指す。【国】 
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向けた支援、船舶の省エネ性能の見え
る化のための内航船省エネルギー格
付制度の取組等を実施。2022 年度か
らは、荷主等とも連携しつつ、省エネ・
省ＣＯ2 を更に高度化した連携型省エ
ネ船のコンセプトの取りまとめ及び
「船舶におけるバイオ燃料取り扱い
ガイドライン」の策定を実施。 

・港湾において、脱炭素化に配慮した港
湾機能の高度化や水素等の受入環境
の整備等を図るカーボンニュートラ
ルポート（ＣＮＰ）の形成を推進。2022
年 12 月に施行された「港湾法の一部
を改正する法律（令和４年法律第 87
号）」により、港湾管理者が、多岐に亘
る関係者が参加する港湾脱炭素化推
進協議会における検討を踏まえて、港
湾脱炭素化推進計画を作成するなど、
ＣＮＰの形成をより一層推進する体
制を構築。また、港湾管理者による同
計画の作成を支援するため、同計画の
作成の参考となるマニュアルを公表
するとともに、同計画の作成に対する
補助、助言等を実施。また、ＬＮＧバ
ンカリング拠点の整備、停泊中船舶に
陸上電力を供給する設備の導入の検
討、低炭素型荷役機械の導入、水素を
動力源とする荷役機械等の導入の検
討等を推進。加えて、港湾のターミナ
ルにおける脱炭素化の取組を促進す
るため、コンテナターミナルにおける
脱炭素化の取組状況を客観的に評価
するＣＮＰ認証（コンテナターミナ
ル）について、国際展開も視野に入れ
た制度案を取りまとめた。 

・2021 年９月に開催された日米豪印首
脳会談合において、「2030 年までに 2
～3 つの低・ゼロ排出のグリーン海運
回廊を設置することを目指す」ことが
合意。当該目標達成に向け、ＱＵＡＤ
海運タスクフォースが設置された。ま
た、2022 年５月に開催された日米豪
印首脳会談合で合意された「日米豪印
気候変動適応・緩和パッケージ（Q-
CHAMP）」において、2025 年から
2030 年までに「グリーン海運回廊」
の確立を促進するための共通の枠組
みを議論することとされた。 

・港湾分野における脱炭素化促進事業
（国土交通省連携事業）を開始した。 

・2022 年度は 21 件のＪブルークレジッ
トⓇが認証、発行された。また、2022
年末に「命を育むみなとのブルーイン
フラ拡大プロジェクト」を公表した。
さらに、2022 年度から我が国の沿岸
域におけるブルーカーボンによるＣ
Ｏ₂吸収量を把握・集計するシステム
開発を開始した。 

・三大湾などの船舶交通のふくそうす
る海域には、海上交通センターを整備

・2022 年 12 月施行の改正港湾法に基づ
く港湾脱炭素化推進計画について、計
画の作成に対する補助、助言等によっ
て港湾管理者による作成を支援する。
また、水素を動力源とする荷役機械等
に関する現地実証や、水素・燃料アン
モニア等の港湾における受入環境の
整備が可能となるよう、技術基準の見
直しに向けた検討を行うとともに、引
き続き、ＬＮＧバンカリング拠点の整
備、停泊中船舶に陸上電力を供給する
設備の整備等を推進する。加えて、港
湾のターミナルにおける脱炭素化の
取組を促進するため、コンテナターミ
ナルにおける脱炭素化の取組状況を
客観的に評価するＣＮＰ認証（コンテ
ナターミナル）について、試行を実施
する。【国】 

・コンテナターミナルの脱炭素化を推
進し、ＱＵＡＤ海運タスクフォースが
目指す、グリーン海運回廊の実現に向
けた取り組みを進める。【国】 

・低炭素型の荷役機械の導入の促進を
図る。【国】 

・ブルーカーボン生態系を活用するた
めのＪブルークレジットⓇ制度の活
用促進を図る。引き続き、ブルーイン
フラ拡大に向けた先導的な取組の推
進等を行う。また、沿岸域におけるブ
ルーカーボンによるＣＯ₂吸収量を把
握・集計するシステムの完成に向けて
2024 年度目途に検討を進める。【国】 

・海上交通の安全確保及び運航効率の
向上のため、船舶の動静情報等を収集
するとともに、これらのビッグデータ
を解析することにより将来の船舶動
静を予測するシステムの開発を行う。
【国】 

・新たな海上デジタルデータ通信（ＶＤ
ＥＳ）に関する国際基準の策定に主導
的に参画するとともに、船舶への情報
提供の実用化に向けて産学官で連携
し 2023 年度から検討を開始する。
【国】 
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し、平時有事を問わず、レーダーやＡ
ＩＳ等による船舶動静把握、無線通信
等による情報提供業務を行い、船舶交
通の安全確保を図っている。これら船
舶交通のふくそうする海域において、
ＡＩを活用し、船舶動静の把握などに
資するシステムを構築することによ
り、更なる船舶交通の安全確保を図
り、安定した人流及び物流を確保す
る。 

・グラフィカルな情報を含むデジタル
データの送受信を可能とし次世代Ａ
ＩＳ（船舶自動識別装置）とも称され
るＶＨＦデータ交換システム（ＶＤＥ
Ｓ）については、ＳＯＬＡＳ条約改正
によりＡＩＳと同等の航海計器とし
ての位置付けを与えるべく国際機関
での検討が進められている。国際機関
や舶用機器メーカー、船会社、大学等
の関係者とも連携しつつ、ＶＤＥＳの
具体的な活用やシステム構築に向け
た検討を進め、ＶＤＥＳに期待される
機能を早期に実用化し、船舶交通の安
全確保及び効率性向上に取り組む。 

 

（９）食料・農林水産業 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 

今日、科学技術の力の活用により、我
が国の豊かな食と環境を守り発展させ
るとともに、拡大する海外需要の獲得に
よる輸出拡大等に向け、農林水産業の国
際競争力の強化を図ることが求められ
ている。特に、農業従事者の多様なニー
ズへの対応を図るため、担い手がデータ
をフル活用し、スマート農業技術を導入
した革新的農業を実践することで、生産
性を飛躍的に向上させ、所得向上に貢献
することが必要である。 

このため、第６期基本計画期間中は、
「食料・農業・農村基本計画 176」に基づ
き、農林水産省において「農林水産研究
イノベーション戦略」を毎年度策定し、
農林水産業以外の多様な分野との連携
により、スマート農林水産業政策、環境
政策、バイオ政策等を推進する。その中
で、我が国発のスマート農業技術・シス
テムを生かした生産拠点をアジア太平
洋地域等に展開することで、我が国の農
業のブランド力向上、食品ロス削減等に
貢献する。また、林業・水産業において
も、現場へのＩＣＴ、ＡＩ、ロボット技
術等の新技術実装を着実に進める。さら
に、「農林水産業・地域の活力創造プラ

・「みどりの食料システム戦略」の実現
に向け、2022 年度補正予算及び 2023
年度予算では、「みどりの食料システ
ム戦略推進総合対策」「みどりの食料
システム戦略実現技術開発・実証事
業」等の各種取組を後押しするための
予算を確保。 

・2022 年６月のみどりの食料システム
戦略本部において、「みどりの食料シ
ステム戦略」に掲げる 2050 年の目指
す姿の実現に向けて、中間目標とし
て、新たにＫＰＩ2030 年目標を決定。 

・農林漁業者や食品事業者、消費者等の
関係者で戦略の基本理念を共有し、関
係者が一体となって環境負荷低減に
向けた取組を推進するための「環境と
調和のとれた食料システムの確立の
ための環境負荷低減事業活動の促進
等に関する法律」（みどりの食料シス
テム法）が 2022 年４月に成立、同年
７月に施行。同年９月には、同法に基
づき、環境負荷低減事業活動の促進及
びその基盤の確立に関する基本的な
方針（基本方針）を公表し、制度の運
用を開始した。2023 年 4 月までに、
化学肥料・化学農薬の使用低減に寄与

・「みどりの食料システム戦略」に基づ
き、調達、生産、加工・流通、消費の
各段階の環境負荷低減の取組を、みど
りの食料システム法に基づく税制特
例や融資制度等により推進し、持続可
能な食料システムの構築を目指す。
【農、関係府省】 

・我が国を取り巻く社会・経済や政策の
情勢、研究開発の動向を踏まえ、「農
林 水 産 研 究 イ ノ ベ ー シ ョ ン 戦 略
2023」に基づき、取組を強化する。【農、
関係府省】 

・「みどりの食料システム戦略」の実現、
「食料安全保障強化政策大綱」に基づ
く各種施策の実行、「食料・農業・農村
基本法」改正の検討方向を踏まえた対
応を着実に進めるため、多様な分野と
の連携により研究開発力を一層強化
し、イノベーションを創出する。政府
全体で強力に取り組むことにより、農
林水産業がより高度で魅力的な産業
に変革することを目指す。【農、関係
府省】 
具体的には、(1) 生産力向上と持続性
の両立を目指した「みどりの食料シス
テム戦略」の実現に向けた研究開発の

                                                      
176 2020 年 3 月 31 日閣議決定 
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ン 177」に基づき、2021 年５月までに策
定する「みどりの食料システム戦略」に
おいて、2050 年に目指す姿を示した上
で、食料・農林水産業の生産力向上と持
続性の両立をイノベーションで実現す
る。     

する機械・資材の拡大を図る事業計画
（基盤確立事業実施計画）を 41 計画
認定している。また、国の基本方針を
受けて、2022 年度内に全都道府県で
環境負荷低減事業活動の促進に関す
る基本計画が作成されたところであ
り、生産者の認定も全国で開始。 

・「みどりの食料システム戦略」に科学
技術の観点から貢献するため、2022
年５月に「農林水産研究イノベーショ
ン戦略 2022」を策定し、スマート農
林水産業の早期実装、2050 年カーボ
ンニュートラル達成への貢献と資源
循環の追求、持続可能で健康な食の実
現の各種政策を推進。 

・具体的には以下の施策を推進。 
（１）スマート農林水産業の早期実装 
・官民連携して、農機の遠隔監視型自動

走行システムを開発し、ほ場間移動を
含む実証を通じた課題の抽出を進め、
実用化に向けた最終的な検証を実施。 

・出荷量に合わせた中間貯蔵等の調整
を可能とするため、露地野菜の生育情
報を用いて、収穫の数週間前に出荷量
を予測する収穫予測技術を開発。 

・生産から加工・流通・消費・輸出まで
の情報を共有・活用し、フードチェー
ン全体の最適化を可能とする「スマー
トフードチェーンプラットフォーム」
については、官民連携して、生産から
消費までのデータ連携実証を通じて
活用メリットを検証の上、2023 年度
中のサービス開始に向けてシステム
を構築。 

・「スマート農業」を実証し、社会実装を
加速させていく「スマート農業実証プ
ロジェクト」を 2019 年度から開始し、
これまで、全国 217 地区において実証
している。 

・スマート農業の加速化に向けた施策
の方向性を示した「スマート農業推進
総合パッケージ」を 2022 年６月に改
訂し、スマート農業技術の実証・分析、
農業支援サービス事業の育成・普及、
更なる技術の開発・改良、技術対応力・
人材創出の強化、実践環境の整備、ス
マート農業技術の海外展開などの施
策を推進。 

・スマート農業推進総合パッケージ関
係予算において、スマート農機のシェ
アリング等を支援する農業支援サー
ビス事業体の育成・普及等を推進。 

・新技術の開発から普及に至る取組を
効果的に進め、林業現場への導入を加
速化することを目的とした「林業イノ
ベーション現場実装推進プログラム」
に基づき取組を進めている。 

加速、(2)労働力人口減少に対応する
スマート農林水産業の加速化、(3)「持
続可能で豊かな食」の実現、(4)国内
外で急速に拡大するバイオ産業市場
獲得に貢献する研究開発を重点的に
加速、（５）研究開発環境の整備、（６）
環境負荷低減の「見える化」の推進、
（７）Ｊ―クレジットを含む自然系ク
レジットを推進する。 

（１）「みどりの食料システム戦略」の
実現に向けた研究開発の加速 

・①家畜由来メタンの産生量削減技術、
ＣＬＴ（直交集成板）の利活用技術、
高水温に強い藻場（ブルーカーボン）
の造成技術等の農林水産業のＣＯ₂ゼ
ロエミッション達成に貢献する研究
開発、②害虫の飛翔位置を予測し、レ
ーザーで駆除する技術等の化学農薬
の使用量低減に貢献する研究開発、③
下水汚泥資源等から肥料原料を効率
的に回収・利用する技術等の化学肥料
の使用量低減と過度な輸入依存から
の脱却に貢献する研究開発、④麦・大
豆・飼料作物の国内生産力強化に資す
る品種や栽培技術の開発、⑤自動化、
省エネ等を追求した植物工場等の生
産力強化に関する研究開発を推進す
る。【農、関係府省】 

（２）労働力人口減少に対応するスマー
ト農林水産業の加速化 

・農業分野では、労働力人口の減少を見
据えたスマート農業の技術開発や農
業ＩＣＴサービスのオープンＡＰＩ
の推進、誰もが低コストでスマート農
業を利活用できるよう農業支援サー
ビス事業体の育成・普及や技術対応
力、人材創出の強化を図るスマートサ
ポートチームによる実地指導等を実
施する。また、林業分野では、効率的
な林道網の設計手法や荷役作業の自
動化技術、北欧型機械化林業技術等の
研究開発を推進する。さらに、水産業
分野では、昆虫タンパク質飼料等の魚
粉代替原料の開発等を推進する。【農、
関係府省】 

（３）「持続可能で豊かな食」の実現 
・2023 年度から開始するＳＩＰ第３期

「豊かな食が提供される持続可能な
フードチェーンの構築」課題におい
て、グローバルフードチェーンの脆弱
性に対応すべく、以下５つのテーマの
研究開発に取り組む。【科技、農、関係
府省】 

Ａ) 植物性タンパク質（大豆）の育種基
盤構築と栽培技術確立 

Ｂ) 肥料の国内循環利用システム構築 
Ｃ) 動物性タンパク質（水産物）の次世

                                                      
177 2013 年 12 月 10 日農林水産業・地域の活力創造本部（本部長：内閣総理大臣）決定（2020 年 12 月 15 日改訂） 
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・ 漁業者や企業、研究機関、行政などの
関係者が、共通認識を持って連携しな
がら、水産現場への新技術の実装を加
速化することを目的とした「水産新技
術の現場実装推進プログラム」に基づ
き取組を進めている。 

（２）2050 年カーボンニュートラル達
成への貢献と資源循環の追求 

・「みどりの食料システム戦略」に基づ
き、生産者の脱炭素の努力を「見える
化」する温室効果ガス簡易算定ツール
を作成。このツールを活用し、温室効
果ガスの削減割合に応じて星の数で
等級表示した農産物の実証を行い、消
費者の意識や行動の変化への影響を
検証。 

・温室効果ガスの排出削減量や吸収量
をクレジットとして認証するＪ－ク
レジット制度の利活用を通じ、省エネ
ルギー設備の導入や水稲栽培におけ
る中干し期間の延長を含む農地等の
適切な管理等による排出削減対策及
び適切な森林管理等による吸収源対
策を引き続き積極的に推進。 

・化学農薬・化学肥料の使用量低減や有
機農業の取組面積拡大に向け、有機農
業推進のための省力的な雑草抑制技
術や持続的な作物生産の実現に向け
た栽培技術、省力的なＩＰＭを実現す
る病害虫予報技術等の開発を推進。 

・バイオ炭投入による農地土壌の炭素
貯留を増大させる資材を開発すると
ともに、ブルーカーボンの評価技術の
開発を推進。また、森林への炭素固定
を促進するため、成長に優れた早生樹
やエリートツリーの品種等の開発・普
及等を推進。 

・気候変動緩和と持続的農業の実現に
資する技術の実装を促進するため、ア
ジアモンスーン地域で共有できる技
術の発信や、国立研究開発法人の国際
的ネットワークを活用した各地での
技術を応用するための共同研究を推
進。 

・育種ビッグデータを活用し、民間企
業、公設試等の品種開発を支援する
「データ駆動型育種プラットフォー
ム」を開発、2023 年から商用サービ
スとして提供開始。 

・「みどりの食料システム戦略」の目標
達成に資する品種育成とその迅速化
を図るスマート育種基盤の構築に向
けて、手順や到達目標、方向性を示し
た「みどりの品種育成方針」を 2022
年 12 月に策定。（再掲） 

（３）持続可能で豊かな食の実現 
・2023 年度から開始されるＳＩＰ第 3

期「豊かな食が提供される持続可能な
フードチェーンの構築」課題の「社会
実装に向けた戦略及び研究開発計画」

代養殖システム構築 
Ｄ）国産大豆等を利用した豊かな食設計

システムの開発 
Ｅ） 行動科学のアプローチを用いた質

の高い食生活の実現に向けた研究開
発 

（４）バイオ市場獲得に貢献する研究開
発 

・欧米の大学等の基本特許に抵触しな
い日本独自のゲノム編集ツールの開
発と農作物の品種育成に向けた技術
基盤の整備、植物やカイコ等の生物機
能を活用した医薬品原料等の高機能
バイオ素材の創出、ゲノム編集技術と
新たな豚由来細胞株を活用したアフ
リカ豚熱ワクチン等の革新的動物ワ
クチンの開発、改質リグニンの利用拡
大に向けた製造技術の高度化・用途開
発等を推進する。（再掲）【農、関係府
省】 

（５）研究開発環境の整備 
・産学官共同連携拠点の整備やスター

トアップ支援と他事業との連携の強
化、知的財産マネジメントと国際標準
化の強化、国際連携等による研究の加
速と成果の普及、異分野を含めた人材
確保、農研機構の機能強化等、研究開
発と成果の普及を効果的に行うこと
ができる環境を整備する。【農、関係
府省】 

（６）環境負荷低減の「見える化」の推
進 

・農産物については、実証を踏まえ、普
及のための環境を整備。畜産物等につ
いても「見える化」のための温室効果
ガス簡易算定ツールの作成を進める。
また、コメについて、生物多様性保全
の指標を追加。【農】 

（７）自然系クレジットの推進 
・自然系クレジットを推進するためＪ

―クレジット制度において、農地や家
畜由来の温室効果ガスの排出削減等
を目的としたプロジェクト形成を推
進するとともに、温室効果ガス削減を
推進する民間主体の自発的なスキー
ムを検討する。【農】 
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を策定。 
・「食・マイクロバイオーム・健康情報統

合データベース」の構築に向けて、調
査研究を実施し、集積した健常者の
食・マイクロバイオーム・健康情報を
整備。 

・大規模な観察研究のデータを活用し、
軽度不調評価システム等を開発。 
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